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                                  午前９時00分  開議 

  開議の宣告 

○議長（村瀬 治君） 

 皆さん、おはようございます。 

 ただいまから開催をさせていただきます。 

 ただいまの出席議員数は48人であり、定足数に達しておりますので、これより本日の会議を開き

ます。 

 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりであります。 

 

  日程第１ 会議録署名議員の指名 

○議長（村瀬 治君） 

 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

 本日の会議録署名議員に、議会会議規則第81条により議席番号26番 山田澄男君と27番 上谷政明

君を指名いたします。 

 きょうも暑くなるようでございますので、脱衣、結構でございますのでお願いをいたします。 

 

  日程第２ 一般質問 

○議長（村瀬 治君） 

 これより日程第２、市政一般に対する質問を行います。 

 質問の通告がありましたので、順次発言を許します。質問の順序は受け付け順です。 

 33番 春日井万里君の発言を許します。 

○３３番（春日井万里君） 

 それでは議長より発言の許可をいただきましたので、２点につき質問させていただきます。 

 １点目はですが、ササユリ保護条例の設置のお願いでございます。 

 現在、本巣市において、ササユリの保護育成協会が設けてございますが、会員の皆様の御努力に

より、今では 400以上の花を咲かすことに成功してまいりました。一昨年までは、県内の11市町村

でつくるササユリサミットにも積極的に参加をして、研究を重ねてまいりました。さらに、岐阜農

林高校とも一緒になり、バイオの研究もしてまいりました。一時期、イノシシに荒らされ絶滅の危

機にまでなりましたが、５年ほど前になりますが、旧町の方から防護さくを設置していただきまし

て、今では被害はございません。しかし、今では見学者も多く、鑑賞されていかれることは大変に

喜ばしい限りでございますが、中には心ない人がお見えになりまして、花を持って帰られる方も

時々見受けられます。特に根こそぎ持っていかれますと球根がだめになってしまいますので、これ

は本当に困っておるような次第でございます。来年には、ササユリのサミットも考えておる中でご

ざいます。非常に残念でなりません。会員の皆さんで交互に見て回っておりますが、24時間は到底

無理な話でございます。今では大変に貴重価値のある花でございます。どうか御理解をいただきま
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して、蛍同様、ササユリの保護条例を設置していただくよう切にお願いをする次第でございます。 

 ２点目でございます。本巣市総合運動場の中に設けられていますサッカー場の件でございます。 

 少年サッカーでございますが、サッカー場にはボールを入れる正規のゴールがございません。ま

た、グラウンドには幾つかの水たまりがあり、整備も行き届いておらないのが現実でございます。

それでも、子供たちは一生懸命練習をしております。また、コートの長さがあと２メーターか３メ

ーターあれば通常の公式戦も可能でございます。私も、正規のゴールのないサッカー場は見たこと

もございません。大変、ほかから見たら惨めな思いをしていると思います。財政の困難なことはよ

く承知しておりますが、どうか御理解をいただきまして、青少年育成のために御尽力いただきます

よう切にお願いを申し上げまして、私の質問にかえさせていただきます。 

○議長（村瀬 治君） 

 ササユリの保護条例設置について、本巣総合運動場の件について、市長の答弁を求めます。 

○市長（内藤正行君） 

 春日井議員の、ササユリ保護条例設置にかかわる御質問に対しましてお答えを申し上げます。 

 ササユリは、旧本巣町の町花として親しまれておりまして、また、自然の山野を美しく飾るすば

らしい花であるわけであります。ササユリ保護協会というのを15年前に本巣町ではおつくりいただ

きまして、保護育成に努めてまいられたわけでございますが、先ほど、来年ササユリサミットを開

催するとおっしゃったんですが、このササユリのサミットにつきましては合意がなされまして、廃

止ということになっているというふうに私は聞いております。いろいろ努力してきましたが、サミ

ット行っても論点が少なくなったということで廃止になるということを聞きましたが、それにしま

してもササユリを保護育成するということは大変大事なことではないかと、このように思っており

ます。議員が御指摘されましたように、イノシシの防護さく等につきましても、この文殊の森の中

で保護のために設置をしてきまして、それによりましてイノシシの害の防止の成果はあったわけで

ございます。しかし、先ほどの御発言のように、人が盗掘するというようなことがありまして、こ

れに対しまして条例をつくってほしいという御要望でございますが、この文殊の森につきましては

文殊の森公園条例というのを定められておりまして、この条例の中で、植物の採取が禁止行為とし

て規定をされております。したがいまして、この条例に基づきまして、採取禁止につきましての、

従来からも掲げてあったんですが、改めて看板を設置するなどしまして、文殊の森の管理の徹底を

してまいりたいと、このように思っておりますので、御理解を賜りたいと思う次第でございます。 

 次に本巣総合運動場の青少年のサッカー場の整備についてでございますが、サッカー場に少年用

の公式ゴールがないという御発言でありまして、これにつきましては本年度、ただいま上程させて

いただいております予算に掲げさせていただきまして、本年度設置をしてまいりたいと考えており

ますので、予算の方につきましてよろしくお願いをいたしたいと思います。 

 また、水たまり等の件につきましては、グラウンド整備用に補充用の混合土を購入しておりまし

て、日常そういうところが発生した場合には、利用者の方において適宜埋めていただきまして、活

用していただいておるということでございますので、よろしくお願いしたいと思いますし、またサ
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ッカー場を公式試合のできるグラウンドに整備してほしいとの御要望でございますが、実は現段階

ではこれの整備につきましては考えていないところでございます。隣接します野球場があるわけで

ございますが、これは十分公式のサッカー場としても使えるわけでございますので、そうしたとこ

ろの調整をしていただきながら使っていただきたいと思いますし、また試合を行っていただくよう

な場合には、市内各所にサッカー場が整備されておりますので、そのサッカー場を調整していただ

いて活用をしていただきたいと、このように思っている次第でございます。よろしくお願いいたし

ます。 

                  〔33番議員挙手〕 

○議長（村瀬 治君） 

 はい、33番 春日井君。 

○３３番（春日井万里君） 

 一つ訂正させていただきます。来年、ササユリのイベントを計画しておるということを言おうと

したんですが、サミットと申しまして、訂正させていただきます。 

 ほかに関しましてはございませんので、ありがとうございました。 

○議長（村瀬 治君） 

 続きまして、35番。 

○３５番（高橋秀和君） 

 改めまして、おはようございます。 

 議長のお許しをいただきましたので、市政一般にかかわる質問を行いたいと思います。 

 今回、本巣市が誕生しまして５ヵ月目に入りまして、行政を眺めさせていただいて疑問に思った

点を２点に絞って、執行部のお考えを伺いたいと思います。 

 まず１点目が、財政計画の作成状況についてでございます。 

 財政計画ということで、公にされている資料が二つございます。１点は、ダイジェスト版の26、

27ページに書いてあります財政計画という形で載っております。この財政計画で示されている平成

16年度の歳入金額は約 163億と。この財政計画に記されている平成25年度の歳入合計金額は 126

億、その差約40億という形の財政計画が実は組まれておる。各年度の詳しい財政計画というのは、

実はこちらの新市の建設計画に大まかに載っております。大体25年度、10年間という形になってお

る。伺ったところによりますと、これは平成13年度の実績を加味されて、16年度以降の10年間の財

政計画をつくられたと。ところが、13年度、14年度、15年度の国・県、あるいは各町村の財政状況

は大きく変動してきております。特に地方交付税の減ということは顕著なものとしてあらわれてき

てデータがあります。そうすると今年度の当初予算、この財政計画によりますと、計画どおりでは

ございますけれども、平成25年の財政計画は一体どうなるのかと。ちなみに、私はその財政計画を

調べてみたとき、あるいは調査していたときに、大体10年後には赤字になってきますよと。基金を

取り崩さないとやっていけなくなりますよと。投資的経費は10億を切っていくんではないかという

ことを予想されますということは、実は合併当初に、あるいは合併を間近にした時点で聞いてきて
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おります。そういった意味で、早目に財政計画を出されるべきだろうということはお願いをしてお

ったわけですが、いまだに出てきておりません。 

 最近の状況を見ますと、特に顕著に上がってきているのは、名鉄揖斐線の存続の問題、あるいは

樽見鉄道の今後の存続の問題を考えたときに、本巣市にとって大事な公共の交通機関ですので、存

続のために必要な金額の持ち出しは当然考えていかなきゃいけない。そうすると、合併協議の段階

で、その財政計画の中で、そういったものは加味されてきたかというとほとんど、特に名鉄線につ

いては加味されてこなかったんじゃないか。そうすると、やはり早期に財政見通しを、弾力的な財

政見通しをつくるべきだろうというふうに考えます。 

 さらに申し添えておくなら、市長は今定例会の提案説明の中に、このように記されております。

「国の三位一体改革における国庫補助金の見直しや税源移譲が不十分な中、地方財政計画では、地

方交付税と、実施的にこれと一体の臨時財政対策債が突然に、前年度比、国ベースで12％と大幅に

削減されました。本市では、その減少分は７億 5,500万と見込まれ、より深刻な状況となっており

ます」というふうに述べられております。私が調べさせていただいた段階で、予算書に載っておる

16年度末の記載金額は、一般会計で約 120億、公共下水で26億、農排で45億という金額、合わせて

 190億の債権があると。これから一番金かかる、下水はどれくらい金かかるんかという話でちょっ

と調べさせていただいて、起債償還のやつも調べさせていただいた。端的に、これは農業集落排水

事業ですが、17年度起債を予定されておるのは10億 3,000万、18年度も10億 3,000万、19年度は９

億 3,000万、これが農排です。公共下水はもう少し少ないんですけれども、17年度１億 7,000万、

18年度５億 2,000万円という形で計画されております。当然、財政計画の中に盛り込んでおられる

ということは承知の上でございます。しかしながら、市長も冒頭で述べておられるように、国や県

の財政状況が厳しくなってきた折に市におりてくる交付税なり、あるいは補助金等のベースが下が

ってきてる中で、16年度を基準にした財政計画が新市の財政計画として今まだ生きているという形

ではなくて、やはりこの財政状況の中で総合計画立てていく段階で、早期に財政計画をつくられる

必要があるような気がします。 

 私、長期的な展望に立った財政計画をお願いしたいと思うのですが、この３年間の国・県の状況

を見ても、長期の財政計画よりも２年先、３年先にどうなっていくかという短期の部分の積み重ね

の長期が必要。特に長期の場合は償還金額の確定してきた部分についてきちっとした償還計画とい

うものを出されなければ、投資的な経費も出てこないんではないかというふうに考えますので、弾

力的な財政見通し、財政計画については、早期に公開される必要があると考えますが、いかがお考

えでしょうか。 

 次に、合併後の行政組織及び事業等、本市が抱える課題等今後の方向性についてお伺いをしたい

というふうに思います。前日の一般質問の中で園部議員から、市役所の職員のやる気を起こさせる

ための施策をどうかという質問ございました。私も同感でございます。それから、道下議員が機構

の再検討はどうかと。私もこの５ヵ月間、現場を見させていただいて、これは必要ではないかなと

いうことを痛感をいたしました。その私が目で見て、耳で聞いて、声を発しながら得てきた感想を
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述べた中で、課題というふうにとらえた部分についてお伺いをしていきたいと思います。 

 一つは、分庁方式と総合庁舎方式を取り入れたことによって、合併前では考えられなかった問題

が、具体的にはいろいろなことがあるだろうと思いますが、総括的に出てきたのは不便さとか時間

的にロスが多い。これは、実は行政組織内からも、あるいは市民の間からも、何とかならんかとい

う声が出てきております。これは、当然執行部の耳には達しておるだろうと思います。これは課題

だと。どこに問題があるのかということはきちっと整理をされて、今後の方向づけをされていかな

ければならないんではないかと思います。 

 ２点目、これはきのう道下議員が御指摘があった部署も含めての問題です。組織されている部制

度の中で、業務範囲、あるいは内容、それに大きな差異が見られるんではないか。見直しは考えら

れないか。これは答弁の中でどうもお考えになっていないようなところが、現段階では見受けられ

た。その点について、我々が直接市民の立場になって、議員の立場になって見てきたときに、やっ

ぱり課題だろうというふうに考えていますので、その点について考えられる必要があるだろう。 

 特にこの問題の中で、ここと連携してくるのが、市民の窓口となっている地域調整課及び教育出

張所、公民館等と、各担当部とこの地域調整課、教育出張所の連携がうまくいってるのか。もう一

方で、市民、あるいは各団体との連係、あえて字を変えてありますけれども、連係という言葉を。

これはうまくいっているんですか。今まで教育出張所の窓口になっていた各団体が本部へ行ったこ

とによって大きな何か溝ができていませんか、どうでしょうか。地域調整課と本庁との間の中でど

うか。 

 それからもう一つ、地域調整課の中の業務内容、業務状況、どんな状況で仕事をしてみえるかと

いうことについて、それぞれの担当部はどのように考えておられたのでしょうか。 

 それから、先ほどから私、課題、課題という形で申し上げてきております。この一般質問の中

で、職員の研修とか専門の職員とかという形で、私の後に続いて、そういった職員の教育とか採用

の問題で出しておられるようでございますが、私が課題として考えておる、今上げた部分につい

て、課題だというふうに職員がとらえて、どう解決したらいいんだということまで行動しているか

どうか、あるいはそれを取りまとめている管理職の方たちがこうしていったらどうなんだろうかと

いうふうに取り組んでおられるかどうかという、職員の教育、研修、あるいは今回新しく入られた

職員をどうやって育成をしていくのか、こういう問題点について、私は旧町村のときには研修とい

うと市町村アカデミー、あるいは県がやっている職員研修会に派遣をしますと、大方の答弁はそう

いう答弁でした。今回、予算の概要説明の中で総務部長からありましたのは、市町村アカデミーに

よる研修に何名か出しますという話です。百年一日のごとしという言葉でございますが、今社会で

求められてきているのは、問題解決についてきちっと取り組んで課題を克服していくこと。 

 端的に言えば、善商で岐阜市が産業廃棄物の問題が起きています。これをどう解決していくの

か。 

 私は、善商の問題が出たときに困ったなあと思いました。一つは、過去に産業廃棄物による問題

出たときに、この本巣市の管轄の中で端的ないい例が、肉骨粉を住友セメントで燃料として使用さ
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れた事例があります。市長もよく御存じです。一緒に住友セメントへ見学に行きました。あの産業

廃棄物が出たときに、この処理のときに、燃料として利用される産業廃棄物はどれくらいの量にな

るんだろうか、住友セメントは回っていくんだろうかな。住友セメントに燃料としていただくこと

に何ら反対するわけでございませんが、私どもの近くは粉じんに対する反応は非常に敏感でござい

ます。そういった部分で、市民に対する一抹の不安を与えないかなということを、実はそのとき率

直に、善商問題が出たときに感じた事柄であります。 

 そういった部分で、いわゆる何かが起きたときに、自分どこの町にどういった課題が出てくるか

ということに対する対応策をどうやっていくかということは訓練だろうと。研修では積めない部分

があるだろうと。そういった部分が本当に市町村アカデミーでやれるんだろうか。そういった意味

で、民間が行っているようなリーダー養成講習会、問題解決能力講習会等の研修も行政ではいち早

く取り入れてくべきであろうと。私はその中で、「昇格」という言葉をあえて入れさせていただき

ました。市役所になって部長制度にとられて、どういう形で人事案件が行われていくのかというこ

とについて、やはり百年一日のごとし、１年上がったらみんな同じように昇給していくんだ、昇格

していくんだという話では、本当に市民が納得するのでしょうか。そういう点についても、市役所

になった段階で整理をされていく必要があるだろう。整理するには、今までの現況体制の中では難

しいんではないか。そういう意味では、部署を設けられたらどうかというふうに考えます。 

 次に、旧町村時代で業務がそのまま、合併ありきの状況で引き継がれております。ちなみに私は

イベントを今回調べさせていただきました。当初予算で含まれております織部祭り 650万、真正サ

マーフェスティバル 663万、蛍祭り 550万、根尾盆踊り 350万、レンゲ祭り 650万、根尾祭り 100

万、根尾川花火大会 300万、真正ロマンウオーク 120万、合計 3,083万。私は、それぞれのこのイ

ベントには、町民の願いや思いや意義が、あるいは伝統があり、まちおこしに果たしてきた役割は

非常に大きなものがあるだろうと思います。だから、廃止することに反対です。しかし、統合すべ

きものは統合すべきだろうと。ただし、それにかかわってきた人たちの思いが十分伝わる統合でな

ければならないだろうというふうに思います。当然、経費の削減も目的の一つではございますが、

そういった点について、町民の思い、あるいはそれを行政で行った町の思い、まちおこしの思いを

どういう形で事業展開をされて、整理統合していこうとされておるのか、あるいは担当部では非常

に難しい部分もあるだろうというふうに思いますので、ひとつお考えをお示しいただければありが

たいと思います。 

 以上２点について、執行部のお考えをお伺いしたいと思います。 

○議長（村瀬 治君） 

 財政計画の作成状況について、助役の答弁を求めます。 

○助役（高木 巧君） 

 それでは、高橋秀和議員さんの財政計画の作成状況につきましての御質問にお答えをいたしま

す。 

 議員御指摘のとおり、新市の建設計画における財政計画につきましては、平成16年度から平成25
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年度までの10年間の財政運営の指針といたしまして、歳入歳出の各項目ごとに過去の実績等を勘案

いたしまして、平成13年度決算をベースに策定されたものでございます。その後、国庫補助金及び

負担金の改革、さらには税源の移譲、交付税改革を一体といたしました三位一体改革が、経済財政

運営と構造改革に関する基本方針により推進をされてまいりました。財政計画の策定時に比べまし

て予想を上回る厳しい状況に直面をしてまいりまして、財政環境は大きく変化をしてまいっており

ます。そのような状況の中でありますだけに、誕生いたしました新市本巣市の安定した財政運営の

指針となる中・長期財政計画を早期に策定をする必要があると十分認識をいたしておるところでご

ざいます。しかしながら、中・長期計画は、基本構想及び基本計画の下位計画である実施計画と表

裏一体をなすものであるという認識のもとに、今定例会におきまして、本巣市の総合計画を策定す

べく予算を計上させていただいておるところでございます。したがいまして、早急に総合計画を策

定するとともに、財政計画につきましても策定する所存でございますので、御理解をいただきたい

と思います。 

○議長（村瀬 治君） 

 次に、合併後の行政組織及び事業等の課題と今後の方向性について市長の答弁を求めます。 

○市長（内藤正行君） 

 高橋秀和議員の、合併後の行政組織及び事業等の課題についての御質問に対しましてお答えをさ

せていただきます。 

 初めに、分庁方式についての御質問がございました。合併協議会でこれは協議をしていただきま

して、メリット・デメリットというものを十分踏まえながら、最終的に本市としては本庁方式がと

れないということで分庁方式に決定されたものでございます。その辺のところも御理解いただきた

いと思います。したがいまして、不便だとか時間的ロスがあるということでございますが、分庁方

式の中でございますので、互いに努力し、しのいでいくべき点はしのいでいかないかんのじゃない

かと。そうした制約の中でありますが、努力をして、本巣市としてのそごのない市政を設置してい

かなきゃいかんのじゃないかと、このように思っている次第でございます。 

 また、各部の事務量のアンバランスがとれているかとの御質問でございました。これにつきまし

ては、昨日道下議員の御質問にもお答えをさせていただきましたが、今後、各部の事務の流れとか

処理方法等、現状を把握し、必要に応じまして組織の見直しを検討してまいりたいと考えておりま

す。 

 また、組織、事務執行体制、あるいは人事等につきましては、総務部の所管事項ではございます

が、御提案がございました。これはどちらかというと合併プロジェクト室とも連携してやるべきで

はないかという御提言でございますが、当然この当初でございますし、合併プロジェクト室の分野

においてはその辺の経過等もよくわかっているところでございますので、連携を密にしまして対処

をさせていただきたいと、このように思っている次第でございます。 

 また、出先機関と本課との連携についてでございますが、これはそれぞれ密にさせていただきま

して、市民の方々に迷惑をかけないような努力をさせていただいております。当然、教育委員会、
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教育出張所、あるいは各種団体との連携につきましても、新しく組織されました市の体育協会とか

市の文化協会等とも十分協議しながら、各種団体が活動しやすい体制をとってまいっているところ

でございますので、御理解を願いたいと思います。 

 また、旧町村のイベント等の統合の問題でございますが、これも何人かの議員から御質問のある

ところでございますが、今後、市民の方や議員の方々の十分意見を聞きながら、統合について精査

しながら進めていかなきゃいかんわけでございますが、合併当初でございますし、イベントには旧

町村、あるいは旧地区のそれぞれの思いが込められたものが多いと思いますので、そう簡単に統合

するばかりもいけないんじゃないかと。ですから、市も次第に熟度の上がってきたりした折には、

十分そうしたことにも対処していかなきゃいかんのじゃないかと思っておりますが、方向として

は、できるだけ統合するような方向で持っていかなきゃいかんと。市といたしまして、早速市が対

応しておる行事としましては、成人式ですね。これについては何とか統合して、市一本で行ってま

いりたいなと、このように思っております。それにしましても、敬老会とか、あるいは慰霊祭です

か、こういったものまではまだ今のところ難しいなというふうに思っておりますが、姿勢としては

そんな形で対応してまいりたいと思っているところでございます。 

 いずれにしましても、新市発足してまだ４ヵ月という状況でございまして、そうした中で、職員

も一生懸命頑張ってその職責を果たそうと努力しておりまして、私は昨日申しましたが、大変そう

した点で、職員の姿勢に対しまして感謝をしているわけでございます。こうした経過の中で、議員

の皆様や市民の皆様から種々御指摘いただきながら、それを謙虚に受けとめまして、行政に反映し

てまいりたいと、このように思っておりますので、よろしくお願いを申し上げます。 

                  〔35番議員挙手〕 

○議長（村瀬 治君） 

 はい、35番 高橋君。 

○３５番（高橋秀和君） 

 まず１点目の財政計画の策定状況について、執行部の見解としては、13年度をベースにしておら

れるので、総合計画を加味しながらという判断をされております。私があえて弾力的な財政計画、

財政見通しというお話を申し上げましたのは、幾つかの合併協議会で進めてきた事業が多くある。

ただ交通基盤の整備、ＩＴ基盤、一体どれくらいかかっていくのか。それから西部自動車連絡道路

の問題もあるだろうと。それ以外にも幹線道路整備計画なども出てくるだろうと思うんです。財政

状況が厳しいということは、自分どこの税収でどうやってこの行政を行っていくかという税収アッ

プ策というのは、端的に申し上げれば、道路網の整備やインフラ整備をどう進めていくかというこ

とだろうと。そうですね。基本的税収が少なかったら、いわゆる三割自治に戻るようであれば、今

の国の財政状況からするともうパンクするわけでございますので、そういった意味では、どの事業

が、どの総合計画を先にやっていくのかという中で、やっぱり今の状況で、今やっている事業で、

どれくらいの財政見通しなのかという部分をつくりながら、それを見ながら総合計画を当てはめて

いくというやり方。あるいは助役からも御答弁いただきましたように、総合計画を策定すると同時
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に、総合策定政策をこの財政計画に当てはめていくやり方もあるでしょう。どちらを取るかという

ことです。私は、今の状況の中でこの財政計画、出された部分を加味しながら、どの事業を優先的

にやっていくのかという総合計画を立てる上においても、財政計画を早期に出されることがベスト

じゃないかなというふうに考えておりますが、その点について執行部はどうか。 

 それから「早急」という言葉、あるいは行政言葉で「検討」という言葉で答弁をいただきました

が、私は早急という言葉は要らないと。来年の３月までには出します、あるいはことしの９月まで

には何とか見通しを立てたいという形の答弁をいただきたいので、早急という言葉にかわる答弁を

ひとつお願いをいたしたいと思います。 

 次に、２点目の問題について再質問を行いたいと思うんですが、市長が今定例会冒頭で結んでお

られる言葉がこういうことでございます。「市役所自体の機能を高めるとともに、職員の資質向上

を図り、効率的な行政運営の確立に努めてまいります」。市の職員は宝でございます。人材でござ

います。人材をどう育成をしていくのかという問題は、これからの本巣市の運営にとって、ここの

職員の資質向上を図るという部分については非常に重要な問題だろうと。やはり市役所でございま

すので、これは私自身の経験でございますので、「もう町会議員じゃない、市会議員だぞ」とよく

市民から痛い言葉を発せられました。それを今肝に銘じて考えておるところなんですが、市役所と

職員という部分は、資質の向上を市民から求められてる部分があるわけです。そういった部分をど

ういった形で高めていくのかということについては、十分、過去の形からもう一つ深めていただい

て、効率的な行政運営に当たっていただきたいというふうに考えております。 

 そういった意味では、私、私のところに答弁いただこうと思いませんが、後の方の中で何人かこ

ういった部分について質問されておる方もお見えになりますので、時間もおありでしょうから、そ

のときに御答弁をいただければ結構でございますので、少なくとも私の答弁とは違った答弁が次の

方たちにいただければありがたいというふうに考えます。 

 それからもう１点、見直しと言われました、組織の部分の中で。それと地域調整課と各部の連携

という問題。地域調整課がそれぞれのところへどういった業務内容をしているかについては、聞く

だけではなし、自分たちの目で見ていただきたい。両方の声を管理者みずからが見る。僕は市長が

見るとは言いませんので、部長さん方が、自分の担当部と地域調整課、どういった業務内容を扱っ

てみえるかということを見ていただく。地域調整課で、５時前にどういった状況が起きているか。

本来あり得ない仕事があり得る部分が目にしたことがあります。これはうちがやることじゃない、

銀行がやることだろうということを感じたことがございます。そういったことも踏まえて、課題は

課題としてどう取り組んでいかれるのかということも、新市の効率的行政運営のためにも窓口業務

のところをきちっとチェックをしていただきたいと思いますが、その点についていかがでしょう

か、お答えをいただきたいと思います。 

○議長（村瀬 治君） 

 はい、１点目、助役答弁。 

○助役（高木 巧君） 
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 それでは１点目の、財政計画の作成状況に関連をいたします再質問についてお答えをさせていた

だきます。 

 議員からは、この新市建設計画の財政計画も踏まえた御質問がございまして、地方債につきまし

てはこの時点で53億余が計上されておりますが、この２年、３年の間の地方に対します国の三位一

体改革の結果につきましては、御承知のとおり、普通交付税で７億 5,000万とか、地方の公共団体

にとりまして予期もしないような状況でございました。したがいまして、全国知事会長でございま

す岐阜県知事が旗振り役となりまして、地方六団体の代表者を束ねて、現在、国の方へ鋭意その地

方財源の確保につきまして対応方をしていただいておるところでございます。 

 経済というものは生き物でございまして、このバブルの崩壊が、今から10年前に果たして予測で

きたのかということもございますが、つい最近の経済誌によりますと、大手企業という限定はござ

いますが、夏のボーナスが 100万円をオーバーして過去最大の上乗せ支給額となったというような

情報もございます。企業さんのそういった頑張り、これが行く行く私ども本巣市におきます法人税

を含めますもろもろの給与にはね返ってくるものと期待するところでございますが、そういった意

味で、地方税そのもののこれからの伸びになるのか、減収になるのか、このあたりは何せ経済は生

き物でございますので不透明な部分がございますが、この建設計画の中の財政計画につきましては

漸減傾向の予測がされておりますが、こういったものも踏まえまして、今後の経済の見通しを立て

ながら、そういった中で新市の中・長期的と申し上げましたが、５年ないし10年の財政計画につき

ましては議員御指摘の、先に財政計画ありきじゃないかと。その上で、その財政計画に見合う建設

計画をつくるべきじゃないかという御議論もございますが、合併協議時にそれぞれ激論を闘わして

いただきまして事業の精査をしていただいた経緯もございますので、いかに財政を見ながら平準化

をしてその事業をしていくのかと、こんなことが今後の工夫ではないかと思うところでございます

ので、ひとつ御理解を賜りたいと思います。 

○議長（村瀬 治君） 

 地域調整課との絡みについて、総務部長、答弁。 

○総務部長（溝口義弘君） 

 それでは高橋秀和議員の、地域調整課窓口のチェックができているかということでございますけ

れども、２月に市になりまして、地域調整課の窓口業務でございますけれども、地域調整課の職員

自体も非常に戸惑いがあり、心配をしスタートしたわけでございます。そうした中で、議員おっし

ゃるように、当初につきましてはお客さんの取り扱い等、少しトラブル等もあったわけでございま

すけれども、最近になりましてそういうこともなく、今ではどちらかといえば地域調整課が案外余

裕が出てきたんではないかなというような気配もするわけでございますけれども、議員おっしゃい

ましたように、窓口の出納の関係でございますが、特に指定金の関係で３時で金融機関の方が帰ら

れるというような状況で、申請につきましては、その時間を収入役さんの配慮をしていただきまし

て１時間延ばしていただいて、５時までおっていただくような改良しながら進めてきておるわけで

ございますけれども、過去におきましても指定金の方が４時半とか、そういうことで各庁舎でも帰
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られたと思います。それ以降については、それぞれ会計の職員が対応して現金の取り扱いをしてい

た。もちろんそのときには会計係、会計課というものがありまして、収入役さんも見えてお金の管

理をしておったわけでございますけれども、いずれにいたしましても、そんな形で窓口業務をそれ

ぞれ見直しながら対応しているというような状況でございますので、今は落ち着いてきたというふ

うに考えております。また、当初は窓口の職員も、お互いに窓口が住民サービスの低下にならない

ようにということで、だれでもが対応できるようにということで、業務が終わりますと約１時間ぐ

らいは１日の反省チェックをしていましたが、今はそういうこともなくスムーズに進んでいるとい

うふうに私は思っておりますので、御理解をいただきたいと思います。 

                  〔35番議員挙手〕 

○議長（村瀬 治君） 

 はい、高橋君。 

○３５番（高橋秀和君） 

 ３回目の質問ですので、執行部のお考えはわかりました。総合計画と並行して財政計画をやって

いく手法をとっていかれるのだろうと理解はします。ただ、少し私の考えと違うんだなということ

ですので、今後そのことについては、また十分意見を闘わしていきたいと思います。 

 ただ、もう１点お伺いします。早急ということは一体いつの時期なのかということについては答

弁いただいておりませんが、３回目なんで今度はきちんといただかないといけないと思いますの

で、この早急というのは一体いつの時期というふうに執行部はとられておられるのかと。 

 私は、なぜ今の時期にこの質問するかといいますと、合併プロジェクト室が残っているんですよ

ね。合併プロジェクトにかかわった局長が今参与として残っておる。この時期にある程度の合併の

ときの問題点をきちっと整理をして来年度以降に生かさなかったら、合併後の後始末をきちっと先

に整理をする仕事をやらなかったら、合併プロジェクト室を残した意味がないんじゃないかと。た

だ、対外的な町村の合併を求められている行政の参考室みたいな形の、いわゆる見学場所みたいな

合併プロジェクト室も結構でしょう。市の花とか木とか、そういう仕事も大事なことです。しか

し、合併プロジェクトに十分議論をしてきた中で、整合性が伴わない問題点については、合併プロ

ジェクト室が一枚加わって、早い時期に課題は克服していかれる必要があるだろうと思いますの

で、この６月に私は取り上げさせていただいたわけです。まだ半年間ありますので、十分課題を課

題として目を見開いていただいて、耳を大きくそばだてていただいて、行政組織内の問題の方が多

いということなんです。住民とのかかわりは、行政組織内の中の複合性が多いような気がするの

で、その部分について対応していただきたいと考えます。ですから、早急の部分と、今の合併プロ

ジェクトをどのように活用していくのか、この２点について最後の答弁をいただきたいと思いま

す。それで私の質問を終わります。 

○議長（村瀬 治君） 

 助役の答弁。 

○助役（高木 巧君） 
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 大変失礼をいたしました。初めての答弁でございますので、大変緊張いたしております。 

 その早急にということの年数のカウントといいますか、考え方でございますが、最初の御質問で

お答えをさせていただきましたように、中・長期財政計画というのは基本計画、それから最終的な

実施計画と表裏一体ということで答弁をさせていただいております。そこで、今議会に基本計画の

策定につきまして、予算を御審議いただくことで計上させていただいておるわけでございますが、

そういった観点から、基本計画は基本的に16年度と17年度を予定させていただいております。た

だ、同時並行的にこのものを考えてまいりますので、当然のことながら17年度に公表されるべき基

本計画となるかもしれませんが、その作成の作業過程で、当然のことながら17年度の当初予算も入

ってまいりますので、そういう中で計画の策定検討と、それから財政計画は、その意味でも17年度

予算に反映されるべき部分が多分にあろうかと理解をしておるところでございます。 

 そんなことで、１年から２年ということで、16年度、17年度が計画策定期間と。それと表裏一体

をなすものとして財政計画があり、それは当然のことながら新年度の予算にもその検討過程が反映

されていくということで御理解をいただきたいと思います。 

○議長（村瀬 治君） 

 もう１点については。 

○助役（高木 巧君） 

 すみません。失礼しました。 

 おっしゃいますプロジェクト室がいつまで存在するのかにつきましても、今後の組織の見直しの

こともあるわけでございますが、少なくとも合併協議の過程の中で、もろもろの課題というものを

プロジェクト室参与を中心とした中で運営をさせていただいておるわけでございますが、その意味

で、その基本計画並びに財政計画の中に参与を中心としたスタッフの活用といいますか、それは当

然のことながら入ってくるものということで、計画策定の重大なプロジェクト員というふうな理解

をいたします。それで、プロジェクト室がいつまで存続するのかにつきましても、冒頭申し上げま

したように、まだ組織の見直しは今後のことでございますので、それらも含めて考えてまいりたい

と思います。 

○議長（村瀬 治君） 

 続きまして、８番 日浦興和君の発言を許します。 

○８番（日浦興和君） 

 お許しをいただきましたので、２点お尋ねをいたします。 

 森林整備でございますが、今、日本全国森林を有する市町村・県は、すべてこの森林整備という

ものが議題に上がっておりますが、これが間伐をした材が有効利用せよというとこから入りますと

すべてこの話はとんざして、そこから進まないのでございます。岐阜県でも、今、補助事業で間伐

をする。それを今度は山もとから市場まで１本に対して 2,000円補助金を出すから間伐を一生懸命

やりなさいということで推進をしておりますが、それが遅々として進まないというところに問題が

あって、これは経費が出ないというところでございます。 
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 そんな中で、今、日本の森林は原点に戻って考えていかないかんというところに来ております。

森林はなぜかといいますと、ＣＯ2 （二酸化炭素）を酸素に変えて、水を浄化して、四季を通じて

川下に流していくと。それによって生物はすべて生命を営んでいるわけでございます。これが普通

の姿でございますが、人間はこの森林を伐採して、それを燃料にして住まいに使う。そこまではよ

かったんですが、今度は紙に使い出したんですね。そうすると、今、日本の紙の消費量は山梨県一

県の木をすべて切ってしまうという消費をしております。勢い、外材を輸入して、外国にこの負担

を求めて犠牲を強いておるわけでございますが、これによって今度は国産材も低迷する、これは仕

方ないところでございますが、こういう悪循環がだめだということに世界が気づきまして、皆さん

御存じの京都会議でございますが、2008年から2012年までの４年間をかけてＣＯ2 を削減するとい

う議定書が取り交わされておったんですが、一番の放出国であるアメリカが抜けた。これはもう大

変で、今ロシアなんかがギャーギャー言っておるんですが、その中でＣＯ2 の取引所はシカゴにあ

って、2003年度にはこの取引高が 7,000万トンあった。しかし、日本はそのうちで32％の 1,610万

トンを買い込んでおると。これは日本のＣＯ2 を放出している企業が買っておるところでございま

すが、国内ではそういうＣＯ2 を出さんというところで、高知県の四万十、神奈川県の丹沢水系、

これは川下より水源税をもらって山林整備、森林整備に充てておると。そして愛媛でしたかな、企

業がまず10億円を県に寄附して、それで森林整備をやってくださいと、今そういう機運が高まって

おるんです。 

 だから、この本巣市には86％強の山林があるんですが、これはすばらしくて理想的なものでござ

います。ＣＯ2 も水も皆自給自足、そしてまだよそにも恩恵を与えておるというところから、すば

らしいものでございます。しかし、先般の県議会の中で知事も言っておりましたが、今、水がどん

どんどんどん毎年減っておるということですが、この本巣市は南部、それから瑞穂、北方も入れ

て、この根尾川の水で営農をしているということで重要な河川でございます。本市はこれで４ヵ月

ですか、合併してから。この中で、これから百年の計を持って森林には取り組んでいかんと、一朝

一夕ではできるもんではございませんので、ゆるぎない森林行政を、市長はこれからいかなる所見

を持ってこれに向かっていくのか、はっきりと明示をお願いしたいということでございます。 

 次に産業部長にお尋ねいたしますが、本市は南を岐阜市に、北は福井県まで伸びておるんです

が、この森林は本巣町の素振谷、金原谷ぐらいが境になっておるんですが、これが南北に分かれて

おるんです。南部の方は赤土で、ちょっと土壌がやせて、松に適しておるんですが、ここには代表

的なものではアベマキとかホソバガシ、その他ヤワラカキがあって、これ北部には一本もございま

せん。そこで人工林ですが、杉、ヒノキ、これは保育をうまくやれば本当にいいものができるんで

すが、川内、木倉、神海、この辺は、私が今までそういう素材生産に携わってきておる中で、もう

木倉、川内で切った材が岐阜市場へ出すと東濃の業者が来ていいものだけ買っていって、東濃の市

場で東濃材として売っておるんです。それだけのものが出てくるんです、本巣市の南部は。それか

ら、杉は奈良の業者が買っていって、奈良の吉野材として売っておるとも聞いております。 

 しかし、北部は南部に比べると石灰石の黒土系統でございますし、また朝晩の霧、これが重要な
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ものでございますが、そして雨、雪、これは年輪が物すごく粗くて並材が多いんですが、その中

で、材積はもう超えておりますが、年輪が粗くて超えていますから材積が上がってくるんです。そ

ういう中で、南部にないミズメ、ブナは北部だけで、もうここできちっと分かれております。 

 こんな二様の特色を持った山が本巣市にあるんですが、調整間伐でも南部は１伐４残から１伐５

残で十分いけると、北部では１伐２残、１伐３残ぐらいでいくと事業費にも結構違いが出てくるん

ですが、こういうものをどのように対応していくのか。 

 また、去年、県議会で山下運平議員、そしてことし松村議員さんがこの山のことをどんどんと議

会へ持って出て、そのあれが出ていたのが、循環型の住みよい森林ですか。こういう30年の計画を

立てて、今一つのものが立ち上がってきておるんですが、本巣市としたらこの補助事業に対してど

う対応していくのか。そしてまた、野生鳥獣有害というやつは大変なものでございますが、根尾の

庁舎に林務課があるんですが、これをどのように指導していくのか、御説明を願いたいと思いま

す。 

 もう１点、地籍調査の件でございますが、旧３町１村の中でどこも地籍調査を手がけております

が、私の感じでは何かトーンダウンしておるというような気がしておるんですが、現在の旧３町１

村の進捗状況を詳しくちょっと御説明いただきたいということでございます。以上でございます。 

○議長（村瀬 治君） 

 森林整備について、市長の答弁を求めます。 

○市長（内藤正行君） 

 日浦議員の、森林整備にかかわる御質問に対しましてお答えを申し上げます。 

 議員が御指摘されましたように、森林は生活の中に木のぬくもりを与えてくれますし、またきれ

いな水、あるいはきれいな空気などをもたらしてくれまして、近年、地球規模での環境問題が大き

く取り上げられます中で、樹木による環境浄化、あるいは公益的機能の役割というものが大変注目

されているところでございます。 

 新市の建設計画では、本巣市の将来像を、豊かな自然を背景にしまして、自然と人が共生し、快

適で心ふれあうまちとしておるわけでございますが、これはひとえに自然環境の維持保全に努力を

していくという姿勢を掲げているところでございます。 

 森林行政につきましては、御質問にありましたように、新市の86％が森林で覆われているという

ことで、これはまた貴重な水を生む基盤でもございます。出水を調整したり、あるいは災害を抑制

するという機能、あるいは健康の維持増進のための多面的な役割を担ってるわけでございまして、

森林を守ることは、山間地地域のみならず、下流域の住民にとりましても限りない恩恵があるわけ

であります。やもすると、下流域の方々は、その森林の恩恵を理解しないような向きがありまし

た。これは合併の協議の折に私ども集落座談会に回ったり、あるいは合併協議会のメールなんかで

時々入ってまいったんですが、一部の方の考えですので気を悪くしていただいてもいけませんけれ

ども、何で根尾のような山を私どもが抱えるんだと。山は大変な経費がかかるし、今後合併しても

大変大きな負担になるぞというふうな発言をする人がたまにいらっしゃいました。そういう方に、
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水の大切さ、あなたはどこのお水をいただいているんですかと。これは根尾の、あるいは本巣地域

の山間地の方々がそこに住んでいらっしゃって、森林を管理していただいて、そのおかげで私ども

は水をいただいているんですということでお話ししますと大抵はわかっていただきまして、確かに

そうだなというようなことで理解していただく。ほとんどがそういう話をしますと理解していただ

けたんですが、そういうものではないかと、このように思っております。 

 したがいまして、森林の管理というものにつきましては、今度は市民全体で頑張って管理してま

いると。そういう体制になったんではないかと思いますし、そういったことにつきまして、市民全

員に理解をしていただきたいなと、このように思う次第でございます。 

 確かに森林の管理・保全につきましては金もかかります。しかしながら、幸いこれは国の砂防工

事事務所がございまして、ここの直轄事業もございますし、国や県の補助も、道路とか間伐、縮伐

等との費用につきましても大きな補助をいただいておりまして、そうしたものを十分活用しなが

ら、森林基盤の整備や間伐、下刈り等、森林保全のために努力をしていかないかん。旧根尾村、旧

本巣町の方で今までとってこられました方策を尊重しまして、森林組合と十分連携をとりながら森

林行政を進めてまいりたいと、このように思っている次第でございますので、よろしくお願いいた

します。 

○議長（村瀬 治君） 

 次に、調整間伐と森林造成についての２点、それから地籍調査につきまして産業建設部長の答弁

を求めます。 

○産業建設部長（服部次男君） 

 それでは、日浦議員の調整間伐と森林造成についての御質問にお答えをいたします。 

 議員御質問の間伐事業につきましては、市の補助金交付要綱にもありますように、水土保全機能

を発揮させるための間伐と機能増進保育間伐であり、それぞれ林齢や間伐率が要件の中に定められ

ております。今後につきましても、この事業は引き続き実施してまいりたいというふうに考えてお

ります。 

 森林関係の補助金につきましては、多種多様でございます。どのような制度が最も有利かという

ようなことを整理しまして、対応してまいりたいというふうに思っております。 

 次に、県におきましては、昨年、岐阜県森林づくり30年構想が策定されております。基本理念が

持続可能な森林づくり・国づくりとされ、基本施策の展開について今後検討されると聞いておりま

す。その結果に基づきまして、新市として対応していきたいというふうに考えております。 

 また、野生鳥獣の有害対策等についてでありますが、クマ等による皮むき被害の防止のために、

以前より県の治山事業施行時に、皮むき被害防止用のネットを巻きつける事業、そういう事業につ

きまして同時施行を実施するよう要望を行っております。今後も引き続き継続していきたいと考え

ております。 

 また、私を初め関係職員は、今後さらに研究・勉強をいたしまして、山林所有者が有利な方法が

とれるよう検討をして、なおかつ山林の荒廃を防止するように努めてまいりたいと考えております
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ので、よろしくお願いをいたします。 

 次に、地籍調査についての御質問でございますが、まず最初に、今年度のトーンダウンについて

の御指摘でございますが、前年度の決算とほぼ同額の約 8,200万円の予算で今年度計上をしており

ます。 

 さて、御質問の地籍調査の進捗状況及び今後の予算計画についてでございますが、現在の進捗状

況につきましては、旧町村単位での一筆調査実施進捗率で申し上げますと、本巣町が93.8％、真正

町が 1.8％、糸貫町が14.7％、根尾村が 1.6％となっておりまして、市全体といたしましては16.

7％の進捗率でございます。 

 次に、今後の予算的な計画等でありますが、これにつきましては、国・県の予算枠、あるいは市

の財政状況等によりますが、合併以前の旧町村ごとの事業進捗ペースを維持してまいりたいという

ふうに考えておりますので、よろしくお願いをいたします。 

                  〔８番議員挙手〕 

○議長（村瀬 治君） 

 はい、８番 日浦議員。 

○８番（日浦興和君） 

 市長には答弁は結構でございますが、これはお願いになるんですが、長いスローガンより短的な

スローガンで、一つビジョンの旗を立てた大きな御柱を立てて、市民も職員も、内藤市政がこれか

ら４年間続くわけでございますが、その間には森林行政はこうだという簡単・明瞭な一つの柱を立

てていただいて、そしてやっていただきたい。それは、職員が内部で異動したときに、何もなしで

かわってくと、また一から勉強をし直さなならんです。これは林業の助成関係は複雑多彩でござい

ますので、すぐに行ってすぐにできるようなものではございませんので、一つの旗が立っていた

ら、ゴルフと同じでございますが、旗だけ見えれば攻めていけるということで、ひとつその辺の大

きな旗を立てていただきたいと、これはお願いでございます。 

 それから、建設部長には一つ再度質問をしたいんでございますが、今、山というもの、森林とい

うものは普通林から始まって急傾斜地、それから土砂崩壊防備林まで７段階のランクづけがされ

て、そのランクの中で施業内容も違ってきております。本巣市にはすべて７段階ございますが、そ

ういう中で、今、山は母親に捨てられた子供と一緒で悲鳴を上げております。これをほうっておく

わけにはいかんと思うんですが、何から手をつけていただくか、具体的で結構でございますが、ひ

とつ答弁をお願いしたいと。 

 それから地籍の件は結構でございます。これは御説明のとおりなら大変結構でございますので、

答弁は結構でございます。 

○議長（村瀬 治君） 

 産業建設部長、答弁。 

○産業建設部長（服部次男君） 

 お答えさせていただきます。平成16年度今年度の予算に、森林関係の予算は幾つも計上してござ
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います。国や県の助成、こういった事業をさらに広範囲に拡大できるように、地元の関係者の皆さ

んの御協力を得ながら、さらに推進をしていくように努力をさせていただきたいと考えております

ので、よろしくお願いをいたします。 

                  〔８番議員挙手〕 

○議長（村瀬 治君） 

 はい、日浦君。 

○８番（日浦興和君） 

 何から手をつけていただくかという御返答はいただけなかったんですが、よろしくお願いを申し

上げておきます。以上でございます。 

○議長（村瀬 治君） 

 ここで暫時休憩します。 

 10時35分から再開したいと思いますので、お願いをいたします。 

                                   午前10時17分  休憩 

 

                                   午前10時34分  再開 

○議長（村瀬 治君） 

 ただいまの出席議員数は48人であり、休憩前に引き続き会議を開きます。 

 19番 吉村 優君の発言を許します。 

○１９番（吉村 優君） 

 議長のお許しを得ましたので、通告に従いまして２点質問をいたします。 

 １点、学校給食センターの統合は。 

 学校給食は、発育期にある児童・生徒の栄養的バランスのとれた食事を提供し、学校教育の一環

として、健康保持増進及び体位・体力の向上をねらいとしています。しかし、最近の技術革命によ

って食事生活も大きく変化し、飽食時代を迎えた今日、学校給食の役割も改めて問い直されるよう

になってきています。そのために、現状に合った望ましい食生活のあり方について研究を深め、健

康教育の場として、学校給食をさらに充実・発展させなければならないと考えています。旧根尾村

の給食センターは平成９年建設と新しく、市の中心部から距離もあることから、別運営もやむを得

ないところです。しかし、根尾村以外旧３町の給食センターは老朽化しており、改修時期に来てい

ると思います。この機会に、三つの給食センターを統合して充実を図ったらどうかと思います。市

の考えをお聞かせください。 

 ２点目でございますが、投票の機会の均等化について。 

 選挙の公平性を確保する上で、投票の機会均等化は前提条件の一つと考えます。合併前の旧４町

村では、それぞれの適正な判断のもとで投票区を設定し、選挙を執行してきましたが、合併を経て

本巣となった現在、選挙民の方が相互に公平性を抱くことができるか、投票区の置き方について一

度検討してはどうかと考えます。 
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 本市においては、現在24の投票区があり、北部地域では根尾村では10、旧本巣町では８、投票所

までの距離を考慮して投票区の設定をされていると思いますが、しかし南部地域では旧糸貫町４、

真正町では二つのみとなっています。自治省の通知にもありますように、投票所からの距離を考慮

して投票区を設定することは理解できますが、あわせて過大投票区についても、その弊害や、投票

区当たりの選挙民の数の均衡を考慮して増設・編成など検討してはどうかと思います。旧真正町の

真桑地区では、選挙民の数が本年３月10日登録で 6,382人であり、今後も増加の一途をたどると推

察されます。旧本巣町の本巣南投票区では 5,461人となっており、過大な投票区と認められます。

投票区の規模の適正化を図ることは、選挙民の利便性を図り、投票管理事務の合理化に資すること

であり、投票の機会の均等化につながるものと考えます。また、合併前の投票区の区域をそのまま

踏襲するのではなく、合併前の町村、境付近の地域を見た場合、投票区を見直した方が選挙民の利

便性につながる場合もありますので、地域全体を眺め、均衡のとれた投票区の設置を図る必要があ

ると思います。 

 選挙事務に関し、最終目標はやはり投票率の向上であると考えます。投票機会の均等化は、投票

がしやすくなるよう、投票環境向上につながり、投票率を押し上げる原動力になると思います。新

市となって、投票区の設置に関し、今後見直しを検討されていく必要があると思いますが、44番議

員と重複しますが、ひとつよろしくお願いいたします。 

○議長（村瀬 治君） 

 学校給食センターの統合について、教育長の答弁を求めます。 

○教育長（高橋茂徳君） 

 吉村議員の御質問にお答えします。 

 学校給食法には、児童及び生徒の心身の健全な発達と食生活の改善を図らなければならないと明

記されております。この目的を実現するために、給食センターの効率かつ合理的な運営を目指し

て、安全で安心な給食の提供をしております。また、健康教育の場として、学校給食事業を進めて

まいりました。従来は各給食センター単独で運営してきましたが、合併後は献立の一本化を図り、

給食食材の購入につきましても一括購入をして、効率的な運営に努めております。 

 議員御指摘の、根尾学校給食センターを除く三つの給食施設の統合についてですが、現在の給食

センターは、新しいのは21年、古い建物でもまだ33年しか経過をしておりません。したがいまし

て、今後建物の老朽化に伴う施設改善や、諸般の事情により、施設設備の統合が必要とする時期が

到来しました折には、新市建設計画に基づき、検討を進めてまいりたいと考えておりますので、御

理解を賜りたいと思います。 

○議長（村瀬 治君） 

 次に、選挙時の投票機会の均等化について、総務部長の答弁を求めます。 

○総務部長（溝口義弘君） 

 それでは、吉村議員の御質問にお答えをさせていただきます。 

 昨日、稲葉議員からも投票所の増設についての御質問がありまして、増設についての自治省の選
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挙部長の通知につきましては詳しく説明をさせていただきましたので、その部分は省略をさせてい

ただきます。 

 議員御指摘のように、一投票区の選挙人の数が 3,000人を超える過大な投票区が、本巣南投票

区、あるいは真桑投票区及び弾正投票区の三つがあるわけでございます。その半面 100人未満の投

票区が根尾で３ヵ所、それから本巣地区で１ヵ所というようなことになっておりますけれども、い

ずれにいたしましても、今後、投票区の件につきましては、この選挙部長の通知を踏まえまして、

選挙人の投票の機会の公平性に努めながら地域の実情と特性に配慮し、さらには投票を行う場所、

施設及び行政改革面を視野に入れながら、大切な一票をむだにしないよう、地域の住民の皆さん方

の意見を十分お聞きした上で、本巣市の選挙管理委員会にお諮りをしていきたいと考えております

ので、御理解を賜りたいと思います。 

 なお、この部分におきまして、議員からお話がございました区域という部分についても、あわせ

て考えてまいりたいと考えますので、よろしくお願いいたします。 

                  〔19番議員挙手〕 

○議長（村瀬 治君） 

 はい、19番 吉村君。 

○１９番（吉村 優君） 

 １点目につきまして、教育長が丁寧に説明をしていただきましたが、時期が来たらやると申され

ましたけれども、実際に今までの改修工事を見ますと、本巣町では33年間に１回、平成４年に改修

工事がやられておるので、29年で改修工事がやられておるんですね。それから真正は52年で28年た

って、時期的には改修工事の時期に来ておると思います。できるだけ早く予算をつけてかかってい

ただきたいと思いますし、また今年度の予算に 1,428万上げて、ここにこういうことを指摘される

ごとに改修工事をしていかんならんので、そういうことをやっておるとむだになると思いますの

で、早く取りかかっていただきたいと思います。 

 ２点目の投票機会の均等化につきましては、投票区は私が上げたんですが、ポスターの掲示箇所

も、今までは旧根尾村が40ヵ所、本巣町では45ヵ所、旧糸貫町では30ヵ所、真正町は16ヵ所とあり

ますが、これもあわせて見直しをしていただきたいと思います。 

 以上で終わらせていただきます。 

○議長（村瀬 治君） 

 吉村さん、答弁じゃなしに要望でよろしいんですか。 

○１９番（吉村 優君） 

 はい、要望でよろしいです。 

○議長（村瀬 治君） 

 続きまして、14番 村瀬明義君の発言を許します。 

○１４番（村瀬明義君） 

 議長のお許しをいただきましたので、２点質問をさせていただきます。 



-156- 

 １点目は、義務教育における学力向上のための施策について。 

 岐阜県教育委員会では、平成16年度の県教育行政の基本方針として、「21世紀を支え、たくまし

く豊かな心を持った人づくり」を掲げられております。子供たちは、21世紀の日本や世界を担うか

けがえのない存在であり、これからのふるさと岐阜県を支える人材であります。このような人材を

育てるためには、子供が将来、社会の一員としての役割と責任を担うことができるよう、確かな学

力と自立して生きていくことができる力を身につけさせることが必要であるという立場に基づいた

方針であると考えます。そのために、児童・生徒が安心して通うことができる信頼される学校づく

り、一人ひとりの児童・生徒がそれぞれの能力を伸ばすことのできる個性化教育の推進など、五つ

の柱を重点として具体的な施策の推進をされています。中でも、義務教育における個性化教育の推

進の重点として、児童・生徒に確かな学力を身につけさせるためのさまざまな施策が講じられてい

ると聞いております。本巣市におきましても、すべての児童・生徒に確かな学力が身につくよう最

善を尽くしていただきたいと願っております。 

 そこで教育長にお尋ねをいたします。 

 本市においては、小・中学校の教育について、児童・生徒が確かな学力を身につけるという課題

に対して、どのような施策を講じておられるのか、お伺いいたします。 

 もう１点、児童・生徒に確かな学力を身につけさせるための具体的な施策として少人数指導が取

りざたされていますが、本市としては少人数指導をどのように考え、どのように進めておられる

か、お聞かせをください。 

 ２点目で、地域水田農業ビジョンについて。 

 政府の経済財政諮問会議は、基本法2004が決められ、農業分野では農家全体を対象とする一律的

な補助金体系を見直され、施策を意欲と能力のある経営体に集中して、競争力強化を図る方向に明

記されたと聞きます。また、特区における株式会社の農業参入もあります。本巣市基本方針の一つ

として、「活力とにぎわいのあるまちづくり」を掲げ、「恵まれた地理的条件を生かした都市近郊

農業を推進する認定農業者、農林後継者及び新規就農者の確保を図ります」と述べてあります。新

たな水田農業、米革命に向けて、地域の水田農業をどのように計画していくか。担い手経営安定対

策に加入要件として、「水田経営規模４ヘクタール以上の農業経営者、農業者、水田経営規模20ヘ

クタール以上の集落型経営体で」との条件もあり、安心・安全、売れる米を考えて、将来の稲作農

家の方向を決めなくてはいけないと思います。 

  そこで産業建設部長にお尋ねをいたします。 

  本巣市としての水田農業ビジョンはどのように進められているのか。旧町村の認定農業者はどの

ような扱いをされるのか。新しく農業者になろうとする人、拡大しようとする農業者には、どのよ

うな施策があるか、お聞かせをください。以上です。 

○議長（村瀬 治君） 

 義務教育における学力向上のための施策について、教育長の答弁を求めます。 

○教育長（高橋茂徳君） 
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 村瀬議員の御質問にお答えします。 

 １点目の、確かな学力を実につけさせるために、どのような施策を講じているのかという御質問

にまずお答えをします。 

 本巣市学校教育の重点目標の一つに、きのうの後藤議員への答弁の中でも触れましたが、「確か

な学力と豊かな心をはぐくむ学校」を掲げております。各学校では、この重点目標を受けて、学校

の教育目標の具現に努めております。教育委員会といたしましては、特に授業こそ確かな学力が身

につける最善の場という観点に立っています。教職員の意識改革、資質や指導力の向上、授業改善

に全力を注ぐように、今年度から新設いたしました教育センターの機能をも生かして指導助言をし

ております。また、指導と評価は一体という考えに立ち、常に児童・生徒一人ひとりが学習にどの

ように取り組み、どの程度理解し、どのような力をつけたのか、的確な評価をして、指導に生かす

よう助言をしております。 

 次に２点目の、少人数指導をどのように考え、どう進めているのかという御質問にお答えしま

す。 

 ただいま申し上げました、確かな学力を身につけさせるためには、児童一人ひとりに応じたきめ

細かな指導をすることが肝要です。その一つの方法として少人数指導がございます。子供たちの学

習の進め方、興味や関心、学習内容に応じた習熟の度合いなどは一人ひとり異なっています。そこ

で一つの学級を少人数の集団に分け、複数の教師がそれぞれの集団を担当して、一人ひとりの能

力、適性に応じた授業を進めています。その充実を図るために、県教育委員会から補充いただいて

いる教員や市で特別に雇用した教員を、定められた教員点数よりも多く各学校に配置しておりま

す。また、すべての小・中学校において少人数指導を取り入れた指導計画を作成し、一時間一時間

充実した授業が展開されています。児童や保護者からは、自分のペースで学習できるとか、とても

わかりやすいとか、あるいはまた考えを発表することがふえてうれしいといった、少人数指導に対

するよい評価もいただいているところでございます。教育委員会といたしましては、今後一層一人

ひとりの能力、適性に応じたきめの細かな学習指導がなされるように指導、助言に努めてまいりた

いと考えております。 

○議長（村瀬 治君） 

 次に、地域水田農業ビジョンについて、産業建設部長の答弁を求めます。 

○産業建設部長（服部次男君） 

 それでは、村瀬議員の水田農業ビジョンについてお答えをいたします。 

 御質問にありました水田農業ビジョンにつきましては、米政策改革基本要綱にうたわれておりま

す。平成22年度までに農業構造の展望と米づくりの本来あるべき姿の実現を目指すために、本巣市

といたしまして水田農業をどのように計画していくかを描いております。農業構造の展望におきま

しては、認定農業者等への農地集積を促すため、農地の利用調整を進め、農地保有合理化事業の検

討を本巣市農地流動化助成金制度の連携を図ることで、また米づくりの本来のあるべき姿におきま

しては、売れる米づくりを基本といたしまして、市場ニーズの高い米の品種、栽培方法にシフトし
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ていくなど、関係農業団体と協議し、地域の水田農業を構築していきます。また、旧町村の認定農

業者におきましては新市において引き継ぐところであります。この先の本巣市の認定農業者として

再認定を誘導し、地域の担い手として明確に位置づけを行っていきます。新しく農業になろうとす

る人におきましては、補助金、資金活用の経営相談及び農業改良普及センターを交えた技術相談を

行い、早急に健全な経営体へ誘導できるよう、農業経営改善支援センター機能を活用し、積極的に

支援を行っていきたいと考えております。 

 以上でございます。よろしくお願いします。 

                  〔14番議員挙手〕 

○議長（村瀬 治君） 

 はい、14番 村瀬君。 

○１４番（村瀬明義君） 

 義務教育における向上の方の御説明はよくわかりました。子供のために、どうかよき方向で施策

を踏まえて進めていただきたいと思います。これは要望でございます。 

 水田農業ビジョンの方でございますけど、農業水田ビジョンを各関係機関と検討をして進められ

るということでございますけど、これは各生産者の人も一緒に入れて、それからビジョンを考え

て、22年度の完成というような格好で進めていただきたいと思いますが、生産者の方は相談に加え

ていただけるかどうか、その点だけちょっとお聞きをいたします。 

○議長（村瀬 治君） 

 産業建設部長、答弁。 

○産業建設部長（服部次男君） 

 水田農業推進担い手協議会、こういった協議会も本巣市にはできておりますので、そういったと

ころでも連携をしまして考えてまいりたいと思います。 

                  〔14番議員挙手〕 

○議長（村瀬 治君） 

 はい、14番。 

○１４番（村瀬明義君） 

 よろしくお願いいたします。これで質問を終わります。 

○議長（村瀬 治君） 

 続きまして、17番 瀬川治男君の発言を許します。 

○１７番（瀬川治男君） 

 議長のお許しを得ましたので、４点について質問をさせていただきます。 

 まず最初に、犀川の改修を。 

 本巣市下真桑地内を流れる１級河川の犀川では、両岸に草木が茂り、人の寄りつける状態ではあ

りません。昔はハリヨがすんで、ガマの噴くきれいな川でございました。また遊水地として川のふ

ちには水田があり、中学校のときには田植えに行ったというような思い出もございます。こうした
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自然の多い、人の心を和ませてくれる環境でありました。 

 ところが、今の現状を見てみますと、遊水地帯になっていたところに、残土、残滓の山積みが見

られます。名鉄揖斐線の下からは極端に川が狭くなり、過去の増水時には水が上流に上り、上流の

 1.5キロ地点で床下まで水につかりました。地域住民としては、大変不安な川となっております。

心豊かな新生本巣市づくりと、地域住民の安全のため、早期に改修を願いたい。市長の御所見、お

考えをお尋ねいたします。 

 ２点目、固定資産の評価額の証明についてでございます。 

 お隣の瑞穂市において、新年度から全国初の法務局への固定資産の評価通知書（評価証明書）を

納付義務者全員に送付する事業が始まりました。ねらいは、市民が窓口に交付申請に訪れる手間を

省くこと。年間 3,000人前後の人が窓口に来ていたということでございます。行政事務の効率化の

ため、また市民の利便性からも、当市も実施してはどうかと思いますが、総務部長にお尋ねをいた

します。 

 次に３点目ですが、震災に対する貯水槽の安全ということでお尋ねをいたします。 

 やがては起きると言われている東海地震、備えは万全にしたいと思います。このたびの予算に

も、防災のため、災害対策用資機材購入の予算も組まれているようでございます。ところで、過去

の震災において、コンクリートの防火貯水槽にひび割れ等の破損が起き、役目を果たさなかった事

例があります。いざというときに壊れていたのでは、事になりません。そこで、現在市内には防火

貯水槽は何基設置されていますか。構造的にはどのようなものですか。ことしも設置の予定がある

ようですが、どのようなものを考えておられるのか、お尋ねをいたします。 

 次に４点目でございます。市内の地域イベントについてお尋ねをいたします。 

 合併後も、地域において特色を生かしたイベントが実施され、また計画されております。イベン

トは、地域の活性化や連帯感の醸成、経済的効果も大きいと考えます。合併前は町村主導で進めら

れてきたものが大半で、合併により、実行組織と実質的な実行事務局が壊れ、ばらばらとなり、市

の担当課は苦労していると思われます。これは、合併協議の中で十分な議論がないまま申し送りさ

れてきたと考えられます。今まで済んだもの、近く開催のため検討をしているもの等、実行組織を

見るとばらつきがあり、旧町村ごとや担当課で偏りが見られます。これは市としての方針がなく、

苦肉の策でやっているようにも見受けられます。だれもが見たり遊んだりすることは歓迎するが、

実行者となればうまくいって当たり前、何かがあればたたかれる。これではだれも手を挙げないと

思います。そこで、イベントに携わり、やり遂げる大切さや達成感を味わわせ、次に引き継いでい

くことが大切だと思いますが、市長にお尋ねをいたします。市としてのイベントを活用した地域活

性化や人材育成、交流の場づくりの重要性はいかように考えておられるのか。 

 このまま10以上のイベントを続けていくことは至難であり、税金のむだ遣いとの指摘が出ること

が考えられます。これを見直し、体系的に開催し、広く市民の集える工夫が必要ではないでしょう

か。例えば市としての大々的なイベントを一つ、地域では四季に合わせたイベントを一つずつの四

つにするなどし、市の窓口も一本化した体制をつくり、市役所挙げて、地域挙げて取り組んでいく
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必要を痛感いたしますが、いかがでしょうか。 

 また、旧町村ごとの住民の垣根を一日も早く少しでも取り除き、交流し、理解し合い、互いの地

域を知り、郷土に対する愛着心を育てることがこれからの行政運営からも重要と考えます。新しい

まちづくりには欠かせないものと考えますので、お考えをお聞きいたします。 

○議長（村瀬 治君） 

 犀川の改修についてと市内の地域イベントについて、市長の答弁を求めます。 

○市長（内藤正行君） 

 瀬川議員の、犀川の改修につきましての御質問にお答えをさせていただきます。 

 １級河川犀川につきましては、名鉄揖斐線から下流の住吉橋までの間でございまして、右岸側は

住宅地になっていますし、左岸側は旧態のままとなっているということで、この住吉地区の改修に

つきましての御質問でございました。 

 ここの改修につきましては、随分長く、旧真正町におかれましても環境問題調査特別委員会とか

産業建設委員会におきまして、地元の地権者の同意を得るように努力されたと聞いていますが、大

変難しい人で、同意が得られなかったということで現在のような形になっているわけでございま

す。県も大変財政事情が厳しいわけでして、これは１級河川でしょうから県の対応ですが、こうし

た同意のとれないところには地元でまず同意をとりなさいと、同意をとれたところには事業を投入

していくというような姿勢になっております。それは無理からぬことでございますが、私どもとし

ましては、これを引き継ぎまして顔ぶれも変わったことでございますので、まずは県の協力をいた

だきながら、まず地元の地権者に十分説明をしまして御理解をいただくよう、まず説得に努めてま

いることに力を注いでまいりたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 それから、市内地域イベントについての御質問がございました。 

 地域活性化につきましては、観光資源などの交流産業を十分に活用する必要がありまして、それ

らを活用したイベントというのは、人材育成や地域産業の発展、あるいは特産品の開発等々に大変

重要なものでございます。イベントにつきましては、合併協議会におきまして現行のとおり新市に

引き継ぎ、内容等については新市において調整するという形での合意がなされているところでござ

いまして、観光的なものとか文化教育的なもの等々、数多くあるわけでございます。そうした地域

イベントは、地域間交流や地域活性化、あるいは観光事業の発展、魅力あるまちづくりという目的

がそれぞれもたらされておりますし、先ほども他の議員の御質問に申し上げましたが、地域の方々

はそれぞれ、そうした地域イベント等に思いをいたして進められてきているところでございます。 

 議員御指摘のとおり、事業の目的とか性質、開催時期など、各実行委員会の意見を踏まえた上

で、今後統合できるものは統合するなどの方途をとってまいらなきゃいかんと、このように思って

おります。また、実行委員会による取り組みにもありますように、行政と地域を挙げて取り組んだ

り、あるいは市民に親しまれ、愛されるイベントという形を目指していかないといかんというふう

に思っているわけでございます。要は、御指摘にもありましたように、市民の垣根が取れるように

しないかんということとか、一体感の醸成等、そういうことを行う中で、住民と協働したまちづく
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りを進めていくという姿勢を十分浸透させながら、そうした中で徐々にこうしたイベントの統合等

に誘導をしていくべきではないかと、このように思っておりまして、努力をしてまいる所存でござ

いますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（村瀬 治君） 

 次に、固定資産評価額の証明についてと災害に対する貯水槽の安全性について、総務部長の答弁

を求めます。 

○総務部長（溝口義弘君） 

 それでは瀬川議員の、固定資産評価額の証明についての御質問に対して、お答えをさせていただ

きます。 

 議員御指摘のとおり従来固定資産の納税通知書を送付する際に、課税証明書をあわせて送付をし

ていたわけでございますが、隣の瑞穂市におきましては、今年度、16年度から課税明細書兼評価額

通知書（法務局提出用）と表記をして、納税者に送付がされているというふうに聞いております。

これは、課税明細書と評価額通知書の記載内容の類似点に着目しまして、納税者の利便性の向上及

び行政経費の節減を図るための措置であるというふうに聞いておりますが、まだこの制度、この方

法を取り入れられましてから日が浅く、この効果についてはまだ確認はしておりません、また確認

もされておりません。そうした中で、本市における評価額通知書及び評価証明書、これが平成15年

度ですけれども、４町村の実績から見ますと約 3,000件の申請があり、納税者が持っていかれたと

いうように聞いております。これを兼用することによりまして、評価額通知書の必要な市民の皆さ

んの利便性の向上が図れる、あるいはそれだけ窓口の業務が少なくなってくるということで、行政

経費の節減等の観点から、この件につきましては法務局等、関係機関とこれから協議をしまして、

実施できるような方向で検討してまいりたいと考えております。 

 続きまして、防災に対する貯水槽の安全性についての御質問でございますけれども、本市内の防

火水槽の設置状況でございますが、平成16年４月１日現在、消火栓につきましては 1,617基が設置

されております。それから防火井戸、これが 153基、防火水槽が 307基設置をしておるわけでござ

います。このうち使用不能な防火水槽というものは今現在はございません。また、このほかに消防

水利としまして、河川、あるいは池、プールが94ヵ所があります。 

 ２点目の、防火水槽の構造についての御質問でございますけれども、これはすべてＲＣ鉄筋コン

クリート構造となっておりまして、このうち、マグニチュード 7.9に耐えられる耐震性の防火水槽

が 256基設置をしているわけでございます。 

 ３点目の、本年度の設置の予定でございますけれども、これは予算の中でも申し上げましたが、

今年度は２基の設置を予定しておりますが、当然構造的にも耐震性の防火水槽を設置する予定でご

ざいますので、よろしくお願いいたします。 

                  〔17番議員挙手〕 

○議長（村瀬 治君） 

 はい、17番 瀬川君。 
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○１７番（瀬川治男君） 

 １点目でございますけれども、地権者の理解が得られないとというお話でございますが、その辺

は地元の方の努力も必要であると思いますが、残土、残滓の処分というのは、これは行政の方か

ら、もちろん県との話し合いも必要でしょうが、過去から遊水地として利用できたところに山積み

になっているという状況なので、その辺は何とか解決していただく方法というのものはないのか、

お願いをしていただくということを申し上げます。その辺の可能性についての御返答をお願いした

いと思います。 

 それから、市長の地域イベントでございますが、先ほども高橋議員の話で 3,000万を超える予算

を組んであるということなんですが、実行委員会がばらばらになっちゃっているということで、そ

の辺は精査していくというような話もきのうから出ておりますが、市長に申し上げたいのは、今ま

での経過とかいろんなことで事業をやってきておるわけなんですけれども、一本化するとかやめる

とかいうのは大変難しいことだと思いますが、厳しい予算の中でございますので、その辺も考え

て、有識者、地域住民など、検討会、懇話会、審議会等で検討をしていただく諮問機関をつくられ

て検討していただいて、合併して財政的に苦しい苦しいというお話が出ますけれども、何のための

合併だったというようなことも市民は言っておりますので、そういったことも考えて、財政の面か

らも市民に理解ができるような形で考えていただきたいと思います。 

 それから総務部長にお尋ねをいたしますが、２番目の評価証明については前向きに検討していた

だくということで、お願いをしておきたいと思います。 

 それから貯水槽の件なんですが、阪神・淡路大震災のときに、コンクリート製の貯水槽がかなり

壊れているという記事があります。ところが、簡単なことを言えば、ガソリンスタンドみたいなあ

あいうタンク式の貯水槽は一基も壊れていないということを言っております。先ほど耐震性の貯水

槽だとおっしゃっておられますけれども、これも阪神・淡路では壊れているという、それが耐震性

だったのかどうか、ちょっとそこまで調べておりませんが、今の震災に対するブロックで大丈夫で

あるという、果たしてその裏づけがあるのかどうか。その辺をお聞きしたいのと、そういったタン

ク式のものもあるということもございますので、そういった研究は今後されていくのかどうか、お

尋ねをいたします。 

○議長（村瀬 治君） 

 はい、市長、答弁。 

○市長（内藤正行君） 

 遊水地における堆積残土、残滓の措置の件ですが、遊水地は県の管理でございますので、県で措

置をしてもらうことになろうかと思います。河川改修の折に行うというような方法が一番ベターだ

と思いますので、何としても地権者の説得をして、河川改修ができる方向に持っていかなきゃいか

んのではないかと、このように思っておる次第でございます。 

 また、イベントの統合の件でございますが、新市になって幾つものイベントを行うということに

ついては大事じゃないかと。何のための合併かと、こうおっしゃいますが、またこれを統合したり
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廃止したりしますと、思い入れの深い方は何のための合併かというふうにとられる方もあるわけで

して、その辺のところは十分協議をしながら、現行のとおり新市に引き継ぎ、内容については新市

で調整していくということでございます。何分４ヵ月たったところでございますので、せめて１年

を一回見てみるというようなこともしながら、その間に次の対応を考えていくということもしてま

いりたいと思います。 

 先ほどでしたか、成人式の統合についてのお話をしましたが、敬老会につきましても従来の方向

と変えまして、新しい方式をとっていこうというようなことを考えておるんですが、徐々にそうい

う形でソフトランディングさせていくのがベターではないかと、このように思っておりますので、

よろしくお願いいたします。 

○議長（村瀬 治君） 

 貯水槽につきまして、総務部長、答弁。 

○総務部長（溝口義弘君） 

 瀬川議員の御質問にお答えをさせていただきます。 

 まず第１点目の、防火水槽の耐震性の裏づけがあるかどうかということでございますけれども、

現在、先ほども御説明申し上げましたが、ＲＣ鉄筋コンクリート、２製品での防火水槽の設置をし

ておるわけでございますけれども、これにつきましては当然それだけ耐え得るという証明のもとで

つくっておるということでございますので、御理解をいただきたいと思います。 

 それから先ほど申されましたタンク式のものがあるがどうか、今後研究はどうかということでご

ざいますが、今、私はタンク式の防火水槽というのは初めて聞いたんですけれども、今後そういう

ものがあるということであれば、そういうものと比較検討しながら、できるだけよいものを導入し

てまいりたいというように考えておりますので、御理解いただきたいと思います。以上です。 

                  〔17番議員挙手〕 

○議長（村瀬 治君） 

 はい、瀬川君。 

○１７番（瀬川治男君） 

 犀川につきましては、地元で努力しろというような話でございますので、最もわかっておりま

す。早期に進められるように、ひとつ建設部長の方からも段取りをしていただきたいというふうに

思いますので、よろしくお願いをしておきたいと思います。 

 それとイベントのことですが、簡単なことですが、糸貫町さんでやっておられます根尾川花火大

会、これは市長が実行委員長になってみえますね。ほかのところのいろんな、根尾なんかだと実行

委員会の委員長は商工会長さんだと。いろんなばらつきがあるように思うんです。例えば真正のサ

マーフェスタにつきましても、過去は町長ということでやってまいりましたけれども、最近いろい

ろな話が出まして、最終的には商工会長に受けてもらうというような話になったようなんですが、

そういったことの精査していく部分が随分あるんじゃないかということを思って質問をしておりま

すので、その辺もひとつよろしくお願いしたいと思います。 
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 総務部長の貯水槽につきましては、今後検討していただいて、もし幾ら耐震性のものだといって

おっても、この辺で地震が来たわけではございませんので、メーカーの言うなりにしておっていい

かどうかということも考えられますから、検討していただいて、適切な水槽をつけてもらったらど

うかと思いますが、よろしくお願いしたいと思います。以上でございます。 

○議長（村瀬 治君） 

 はい、市長、答弁。 

○市長（内藤正行君） 

 各種イベント等の役員、会長のことで今御質問がありましたが、おっしゃるように、根尾川花火

大会につきましては大野町と旧糸貫町とで行ってまいりまして、会長をそれぞれ町長で交互に行っ

てまいりました。瀬川議員おっしゃるように、首長がそういった実行委員会の会長はやめたいとい

うことで先日も申し上げたんですが、大野町の方はそういうわけにいかんので合わせてほしいとい

うことで、とりあえずはなっています。昨日も根尾におきますオカリナの夏のフェスティバルの実

行委員会の話がありましたので、従来は村長さんがやっていらっしゃったということですが、ぜひ

とも私は外してほしいということで担当の課長にお話をしまして、そんな段取りで今行っていただ

いておるところでございまして、おっしゃるように極力そういう形に持っていきたいと思います

が、根尾川の花火大会につきましては、大野町との関係で合わせているという状況でございますの

で、当面は御理解をいただきたいと思います。 

○議長（村瀬 治君） 

 続きまして、16番 若原敏郎君の発言を許します。 

○１６番（若原敏郎君） 

 議長のお許しを得ましたので、通告に従い２点質問をいたしたいと思います。 

 １点目は、名鉄揖斐線の存続に係る経費はということでございます。 

 揖斐線を含む名鉄４路線の存廃問題で、沿線自治体の首長らが、線路用地や車両の譲渡を名鉄に

直接交渉しましたが、折り合いが合わず不調でございました。交渉の期限は６月末までで、このま

までいくと存続はできない状況になると新聞で知りました。 

 本市における名鉄揖斐線、樽見鉄道は、今、通勤・通学を初めとしまして住民の足として必要と

されております。３市２町との歩調を合わせての交渉の中で、各市町によっては鉄道の必要性とそ

の価値が大変微妙に異なっていると思われます。本巣市としての今後の方向性はどのようにされて

いくのかという不安といいますか、疑問が持たれております。また、仮に存続となれば、本巣市の

負担額は新市の長期財政計画の中に組み込まれていくわけでありますが、本年度予算 162億 5,000

万が、財政計画によりますと10年後には 126億弱と縮小されていくわけです。その後は、合併特例

債が終わりますと、また急激に財源不足が生じてくるわけでございますが、その点を加味しまし

て、仮に存続が可能になった場合、名鉄側が主張する19億 7,800万の売却額、これと沿線自体の主

張する８億円の売却額、これは幾らか決まっておりませんので、本市の受け持つ負担の割合はおよ

そ幾らになるかという疑問が持たれるわけです。それと、沿線自治体で路線などの資産を所有し、
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運行を岡山電気軌道に委託するという方向が検討されておりますが、それに伴う環境の整備、また

追加費用との負担と、また毎年運営に係るコストの算出は、今現在されているのかという疑問も持

たれます。さらに、名鉄揖斐線、樽見鉄道、これ両方とも存続した場合、本巣市の資本的な負担、

また運営のコストはどれくらいになるのか。あらかじめ計算されておるとは思いますが、その点に

ついてお尋ねしたいと思います。 

 続きまして、市職員としての専門研修の充実をお願いしたいということで質問させていただきま

す。 

 私は本巣市職員の方々が、市長のリーダーシップのもと、職務遂行に高い志を掲げ、地方行政に

積極的に取り組んでみえることに、まずもって敬意をあらわすものであります。特にこの合併に当

たり、費やされた御苦労を思いますと、本当に感謝しており、また応援の意味で質問をしたいと思

います。 

 本巣市の将来展望は、ひとえに行政推進役としての職員一人ひとりの総合力にかかっていると言

っても過言ではありません。本巣市が発足して、はや４ヵ月を過ぎておりますが、議員も同様であ

りますが、町村職員からいきなり市職員となり、広範囲の地域をカバーし、膨大な仕事量に戸惑い

もあるかと思いますが、職員当人の得意・不得意の分野にもかからず、配属された部署でひたすら

こなす仕事は大変なものだと推察いたします。それぞれの部署で、職員一人ひとりが十二分に持て

る力を発揮していくことが、新市の発展につながるものと考えております。今後、市政に必要なの

は、適材適所に配置された人材だと私は思います。将来を担う職員に、市職員としての自覚、また

見聞を広げるためにも、十分な研修、技術の習得が必要と思いますが、新市においてはどのように

今後職員研修を計画されておられますか、御質問をいたします。 

○議長（村瀬 治君） 

 名鉄揖斐線の存続に係る経費について、助役の答弁を求めます。 

○助役（高木 巧君） 

 若原議員の、名鉄揖斐線の存続に係る経費につきましての御質問にお答えをさせていただきま

す。 

 名鉄揖斐線につきましては、市長の行政報告で御説明申し上げましたとおり、揖斐線、美濃町

線、岐阜市内線等沿線市町村の協議会におきまして、上下分離による公設民営方式による存続を検

討いたしておりますが、資産譲渡につきましては、名鉄から19億 7,800万円余の提示がなされまし

て、沿線自治体では名鉄の企業としての地域貢献、あるいは社会的貢献といった観点から、原則無

償での譲渡をお願いしてまいりましたが、去る６月11日に名鉄から、譲渡価格につきましてはこれ

以上の考慮の余地はないという厳しい回答がございまして、苦慮しておるところでございます。ま

た、岡山電気鉄道の支援につきましても、その条件としまして、鉄軌道敷内への車の通行の禁止、

あるいは安全灯の設置、軌道や駅の改良などの条件が出されておりまして、名鉄との資産譲渡の協

議のほかに残された多くの課題がございますので、事務局をお願いをしております岐阜市を中心

に、関、北方、大野町を含めまして、沿線自治体との協調態勢の中で進めていきたいと考えており
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ますので、よろしくお願い申し上げます。 

 また、沿線市町の負担割合についてお尋ねでございますが、これにつきましてはいろいろな方法

が考えられますが、例えば延長キロ数による本巣市の負担割合はパーセントで申し上げますが11.

7％、これは延長キロ数による市の負担割合ですね。それが乗降客による負担割合、これにつきま

しては 2.4％。ただ、本市の居住者で、それが通勤通学の方々の揖斐線利用につきましては、北方

町内に３駅ございますが、この３駅の利用が大変多うございます。その部分を、そういった状況も

ございます。まだ具体的な方法は協議されておりませんので、協議会において検討を進めていきた

いと、この負担割合につきましては。そういった状況にございます。 

 次に、鉄軌道運営のための環境整備についてのその費用及び運営に係るコストの算出についてで

ございますが、現在その内容につきまして、沿線市町村協議会で、時間も非常に迫っておりますの

で、鋭意精査をしているところでございます。 

 また、名鉄揖斐線と樽見鉄道を存続した場合の本市の負担は幾らかという御質問でございます

が、樽見鉄道につきましては、御承知のとおり６月２日にコンサルによる経営診断が示されまし

て、その経営診断の内容を検討する必要があること。また、名鉄揖斐線に対する負担につきまして

も、今後の名鉄等との協議により、大変大きい変化が生ずるということも考えられますので、現時

点ではまことに恐縮でございますが、申し上げる段階に至っていないというのが現状でございま

す。今後の協議の進展を見ながら、当然のことながら、存続すれば大変な負担を伴う問題でござい

ますので、適時適切な時期に地域交通特別委員会等の場で情報を提供させていただきまして、十分

な御議論を賜っていきたいと考えておりますので、御理解を賜りたいと思います。 

○議長（村瀬 治君） 

 次に、市職員としての専門研修の充実について、総務部長の答弁を求めます。 

○総務部長（溝口義弘君） 

 それでは、若原敏郎議員の市職員としての専門研修の充実についての答弁をさせていただきま

す。 

 先ほどは大変職員を褒めていただきまして、ありがとうございました。 

 現在、自治体職員に求められているものは、歳入の伸びない状況では、最少の経費で最大の結果

を生み出す組織運営と、住民ニーズの変化に柔軟かつ弾力的に対応できる組織の強化が必要であ

り、そのためには有能な人材の確保・育成が求められており、職員の資質のより一層の向上を図る

というところでございますが、人材育成を行うための職員研修の実施につきましては、２月の合併

以来、職場研修を該当職員に実施をしているわけでございますが、具体的には、先ほど高橋議員か

らいつも同じだと言われますけれども、財団法人岐阜県市町村職員研修センター、ここには年間に

36の講座がございます。そこへ、それぞれ職員を受講できるように出しておるわけでございます。

また、岐阜地域の広域圏によりますところの研修が年３講座ございます。これにも出していきたい

というふうに考えております。また、千葉県にあります市町村職員の中央研修、これは市町村アカ

デミーというところでございますけれども、今年度も６人分の受講ができるようにしております
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が、こうした公的機関だけの職員研修でなくて、民間のそれぞれ研修がございます。そうした中

で、そういうところにも目を向けまして、これからはよい研修があれば、そういうところへの研修

にも出していきたいというように考えるわけでございます。また、研修の方法につきましては、職

員がみずから進んで参加できるよう、事前に研修の内容を示しておきまして、応募をとっていくと

いう方法をこれからは取り入れてまいりたいと。今まではこちらから、この研修があるから出てい

けというような形をとっておりましたが、そんな方法も今後は考えてまいりたいというふうに思い

ます。また、本年度、県との人事交流によりまして、専務職員、技術職員の人事交流を行っている

わけでございますけれども、今後も専門職員の育成に当たりまして、このような交流にも努めてま

いりたいと考えております。また、議員御指摘のとおり、市の行政を担う上で専門的な知識を習得

することは必要不可欠でございますが、今後も外部研修機関で専門的実地研修を受講させる予定を

しております。それとあわせまして、職員の適材適所の配置、これは我々人事担当課に課せられた

命題の一つでありますので、職員の適性・能力を的確に把握しまして、公正な運営を図っていくよ

うに努めてまいりますので、よろしくお願いをいたします。 

                  〔16番議員挙手〕 

○議長（村瀬 治君） 

 はい、16番 若原君。 

○１６番（若原敏郎君） 

 名鉄揖斐線につきましては新聞紙上でよく出ておりまして、この問題については大変不確定な要

素がたくさんあります。また、本巣市だけで決められるものではなく、やはり沿線市町でよく検討

していく必要がありますので、ここではどうこうは言えないと思いますが、これは先ほど助役も言

われましたように、本巣市の将来の本当に岐路に立っているんじゃないかなと、こんなふうに私は

思います。これから十分検討していただいて、また揖斐線がどうしても大野町、本巣市が必要とい

うことになりますと、その負担の割合がどこを基準にして分担されるのか等、必要に応じて多く押

しつけられるということも考えられますので、そういうことも含めまして、今判断するのは大変難

しいことでございますが、本巣市の今後の、本当に岐路に立っていると先ほど言いましたが、岐路

に立っていると思いますので、市長の賢明なる裁量に御期待いたしておりますので、どうかよろし

くお願いしたいと思います。これに関しては、今の答弁で理解いたしましたので、終わります。 

 次に市の専門職員の研修についてですが、私は予算の中に出ているあの範囲の研修が予定されて

まして、新しく合併したわけですから特別こうこうというふうにはできないかとは思いますが、

今、総務部長の答弁の中にありましたように、民間の研修機関も使っていくと。それから、職員が

自分の得意の分野というのが多分あると思うんですね。ですから、何がしたいかという希望もとっ

ていくと。こういうことを前向きに考えていただいておりますので、ぜひそのように進んでいただ

きたいと、こんなふうに思います。 

 一つちょっとお尋ねしたいんですが、これは今年度７人の新職員が入ってきたわけですが、これ

は旧町村時代に採用が決定されておるんですが、その７名の中でも、採用するに当たって得意な分
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野があると思うんですね。この人は採用のときにどういう部署に行かせるのか、目的を持って採用

しているのかどうか。ただ成績がよかったから採用しますよと、そんなふうではないと思います

が、そこまで検討して採用されていかれるのかというところをひとつお伺いしたいと思います。 

 それから、民間企業で研修と言われましたが、職員を採用するには、職員の中でできるかどうか

わかりませんが、民間企業へ派遣研修で送り出すということは考えられないか。公務員はそういう

ことはできないと言われればあれなんですが、その行政の効率化、合理化を手っ取り早くするに

は、職員研修には民間へ送る手もあるんじゃないかなと、こんなふうに、そうすることが手っ取り

早い近道じゃないかなということも考えておりますが、その辺についてひとつお伺いしたいと思い

ます。 

○議長（村瀬 治君） 

 はい、総務部長、答弁。 

○総務部長（溝口義弘君） 

 若原議員の御質問にお答えをさせていただきます。 

 まず採用時におきますところの職員の考え方でございますけれども、実は配置の段階におきまし

て、本人の得意分野、学科とかそういうものを考えながら配置をし、また採用におきましても当然

に専門職、例えば歯科衛生士が欲しいということならそういう分野から、あるいはいろいろ採用時

点でもそういう部分も考えた中での採用は行っておりますし、採用した後の配置におきましても、

本人には確認はしませんが、卒業の課程の中から、そういう部分を含めて配置を考えているという

ことでございます。 

 それから企業との人事交流、企業への職員の派遣ということでございますけれども、これは従

来、旧糸貫町でも行っておりましたが、当然そういうことも可能ではございますけれども、先ほど

申し上げましたのは、民間で行っているこの研修というのがございます。研修機関がございますか

ら、そちらへの派遣も考えていきたいということでございますが、今非常に職員が多いということ

は言われておりますけれども、実際にこの本巣市においては、まだ職員が、今合併したてで非常に

きついような状況でございますので、民間へ派遣をさせるだけのまだ今余裕がございません。そう

いう形で資質向上を図るのは当然でございますけれども、落ち着いた段階では、そういう考え方も

持っていきたいというふうに考えますので、よろしくお願いします。 

                  〔16番議員挙手〕 

○議長（村瀬 治君） 

 はい、若原議員。 

○１６番（若原敏郎君） 

 そういう考えも持っていただいておるということで理解いたしましたので、合併したばかりで大

変だと思いますが、そのうち落ち着いてきたらそういうことも考えて、将来に向けて、職員、人材

育成を考えていただきたいと思います。これで質問を終わります。ありがとうございました。 

○議長（村瀬 治君） 
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 ここで暫時休憩をします。午後１時から再開したいと思いますので、よろしくお願いをいたしま

す。 

                                   午前11時55分  休憩 

 

                                   午後１時00分  再開 

○議長（村瀬 治君） 

 ただいまの出席議員数は48人であり、休憩前に引き続き会議を開きます。 

 １番 安藤重夫君の発言を許します。 

○１番（安藤重夫君） 

 議長のお許しを得まして、通告してありました二つにつきましてお尋ねをします。 

 本巣市は、市民の健康確保、それから生産から販売までの安心・安全の確保、関係機関への連

携、生産環境への事業者（生産農家）や消費者（一般市民）への配慮。これは具体的に申し上げま

すと、住宅が３軒、５軒、20軒とありまして、隣に柿畑があるとかナシ畑がありまして、防除に際

しましてＳＳが通りますと。そうすると、その人家に薬品液がかかって、住民側と農家とのトラブ

ルが随所に聞き及ぶことが随分ありますが、具体例を挙げますと、そういった生産農家（事業者）

と消費者、生産農家と一般市民というような意味合いでございます。以上を基本とする市の施策体

系を早急に策定し、生産農家への市の農業ビジョンを知らしめ、一般市民へも周知されるべきであ

りますが、合併後４ヵ月、時間的に大変でありますが、既に農業ビジョンが策定されておると思い

ますが、川下の農業者に周知徹底することは喫緊の要件と思いますが、どのような方策を持ってお

られますか、具体的にお尋ね申し上げます。 

 本年４月１日に改正食糧法が施行され、米の流通が大きく変わり、計画流通制度が廃止され、自

主流通米と計画外流通米の区別が撤廃され、新しく民間流通米の時代を迎えました。こうした米の

政策改革大綱化では、ハイレベルの産地間、それから銘柄間競争の中にありまして、米価、要する

にお米の価格のことでございますが、米価流通性が増すものと思います。そこで、農水省は20ヘク

タール規模の農家を育成し、地域担い手として早急に立ち上げようとしておりますが、本市予算書

では地域担い手育成として60万計上されていますが、それで果たして担い手が育つでしょうかとい

うことであります。全国40万戸の担い手がありますが、本巣市においてはどのくらいの担い手を育

成されようと考えておられるかということでございます。また、外山の根尾上流域は下流住民の大

切な水資源でもありますし、そうした中山間地における耕作放棄田防止をどのように取り組まれま

すか、お伺いを申し上げします。 

 岐阜県における米生産量は消費量の40％でありまして、本巣市も消費量の40％しか生産できてお

りません。これが現状であります。その中で、地域水田担い手が生産した米、例えば東に見えます 

本巣ファームの事務所がありますが      が取り組まれている再生紙マルチングによる安全・安心 

な生産者の顔が見える米を学校給食に導入されてはいかがと思います。かつて本巣町時代には、学

校給食に導入されておったということを聞いております。食育基本法も検討され、地産地消がうた
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われるとき、市長のお考えをお尋ねするものであります。 

 今まさにＷＴＯが７月末に枠組み合意をされようとしている中、ＦＴＡ問題も同様でありまし

て、日本水田を取り巻く環境は大変厳しいものがあります。市長におかれましては、旧県職時代、

エキスパートであられますので、熱い思いをお持ちと察しまして、御所見をお尋ね申し上げます。 

 続きまして、かつて岐阜農林が 100周年記念の折に依頼されました原稿を持っておりましたの

で、添付させていただきました。 

 平成12年11月27日、21世紀の農業に期待すること。 

 その昔、先ほどお話ししておりましたら、林議員と、それから収入役さんですか、この講演に臨

まれたという話を先ほど聞きまして、余談でありますが、おおよそ30年ほど前、岐阜農林体育館で

のことであります。ＮＨＫ農業解説委員、三神茂氏の講演がありまして、その演題は「あすの農業

を考える」でありました。 

 既に、戦後日本から世界の工業立国として経済大国を確立しようとしているときでありまして、

私は当時３年生で、農業自営希望者は40数人いまして、三神氏は大変多いので驚かれ、その話の中

で、日本の農業の将来展望は大変厳しく、君たち生徒諸君は農業に人生をかけられるのかと、こう

いった講演を受けました。時が流れて昭和も去り、今の日本農業の置かれている環境は基本的には

当時と同じで厳しいものがあります。地球的に人口爆発による食糧不足、ネズミも食べないという

ＤＮＡ操作による食糧、飼料。我が国の食糧自給率はカロリーベースで39％と言われ、しばらく日

本政府は食糧安保、環境保全の重要性に気づき、自給率45％目指して、主に小麦・大豆・大麦・ソ

バなどの作物ですが、例えば小麦１％の自給率を上げるには現在の２倍の作付が要り、大豆に至っ

ては３倍の作付面積が１％上げることができると京都大学の稲本教授が分析されております。半

面、現在米の在庫は、平成12年当時でありますが 280万トンもあり、今後も転作を余儀なくされ、

来年、平成13年のことでありますが 101万 3,000ヘクタールの減反が全国に配分されようとしてい

ます。私は現在51ヘクタールの水稲経営をしておりますが、より安全で、よりおいしくて、より安

い食糧を生産・供給し続けようと思いますが、ＷＴＯ加盟によって日本の米の関税措置が初めは 4

02円でしたが、今年は、これは平成12年のことですが 341円まで下がって、これが 300円になった

とき、日本国内の水田農業は壊滅し、農村風景は想像を絶することになると思います。この 300円

になるのに５年後なのか８年後に来るのか、悲しいことに日本の現在の政府もわかりませんという

のが平成12年のレポートであります。以上であります。 

○議長（村瀬 治君） 

 本巣市における農業施策について、市長の答弁を求めます。 

○市長（内藤正行君） 

 安藤議員の、本巣市における農業施策についての御質問に対しましてお答えを申し上げます。 

 本巣市におきます水田のビジョンを定めておりますが、これは消費者重視、市場重視の考え方に

立って、売れる米づくりの推進、生産構造の改革を進め、そのための農地利用調整を図ることにし

ておりますし、また品種の計画的な作付にも取り組むと。転作については麦や飼料作物等の需要の
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高いものを振興していくと、こういうふうに定めております。さらに、このビジョンの実現のため

に水田農業構造改善改革交付金を出しておりまして、この使途、あるいは助成水準も定めていると

ころでございます。 

 担い手の育成についてはどうかとの御質問ですが、ビジョンの中におきまして、本巣市の担い手

の明確化ということをしておりまして、個別経営体としては73戸、組織経営体として２法人、集落

経営体として12組織を掲げております。 

 担い手経営農家安定対策の対象となります基本的な考え方につきましては、認定農業者は面積規

模で４ヘクタール、集落営農組織につきましては20ヘクタールの規模ということにしておりまし

て、本市としましては、地域性や複合経営の農家、あるいは将来の可能性も考慮して、育てるべき

経営体の経営面積要件を若干緩和して掲げているところでございます。 

 なお、担い手育成のための補助金は60万円では少ないのではないかという御発言でございます

が、本年初めて新規事業として定めたものでございまして、例えばもっと人数の多い園芸・特産関

係の協議会につきましては59万 8,000円ということになっておりまして、ほぼ同額でございますの

で、そうした中で御理解を賜りたいと思う次第でございます。 

 中山間地の耕作放棄田の防止につきましては、これは獣害防止さくを整備される場合に助成をし

ておりますし、中産間地域等直接支払い交付金とか集落営農の誘導によりまして、個別農家の放棄

をせざるを得ない事情の解消を目指して対応させていただいているところでございます。 

 学校給食米についてでございますが、御質問のとおり、地産地肖、安全・安心の観点から、地域

水田で生産された減農薬米を子供たちに食べさせることは大変好ましいことでございます。市内全

学校給食への導入につきまして、学校給食会の理解を前提とすることでございますが、生産農家の

減農薬栽培の取り組みが明確であって、その生産農家、農協の協力が得られる場合にはその米を確

保しまして学校給食の食材供給ルートに乗せてまいる計画でございます。このために新規事業とし

て、市単で学校給食地産地消支援事業を予算化しておりますので、御理解を賜りたいと存じます。 

 農業を取り巻く環境は大変厳しい状況にあります中で、担い手の皆さんはそれぞれ御努力を願っ

ているところでございます。また、先ほど三神茂さんの講演の御紹介もございましたが、日本にお

ける食糧自給率は40％ちょっとということで、非常に危惧される中で、一方では、三神さんは極端

な言い方ですが、将来性について非常にきつい話をしていかれたというふうに受けとめておるわけ

でございますが、やはりこの食糧というのは生命の根源でございまして、今でも８億人の人が食う

や食わずというような状況のところもあるわけでございます。 

 また、幸い私、議長さんと一緒に中国で先日出張させていただきましたが、中国におきましては

大きな経済発展をしておりまして、まず経済発展していきますと家庭での食事内容が随分変わって

きたということでございます。従来は脂っこいものが多かったんですが、比較的そういうものが少

なくなりまして、穀物の消費が多くなってまいっておるということで、麦・大豆を食べるようにな

っております。そうしますと、中国のような広大な土地でありましても、13億人か14億人見えるわ

けでございまして、いよいよアメリカから麦・大豆の輸入されるようになったということで、食糧
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事情が今後タイトな供給状況になっていくじゃないかと思っております。三神さんの御発言と違い

まして、私はむしろ農業には今後フォローの風が吹くんじゃないかと。農業の担い手の方にはそう

いう意味でひとつ、今厳しい折でございますが、頑張ってこの時期を切り抜けていただきたいと、

このように思っている次第でございます。 

 御存じのように、岐阜県におきましては食料確保計画というのを県として定めておられまして、

そうした計画も既に出ているわけでございます。もう数年来行われているところでございますが、

今後食糧不足ということが危惧されるという観点のもとに、ギアリンクスという会社の、御存じで

すかね。多分御存じですが、このギアリンクスというのは、この岐阜県の意のある方が出資されま

してつくられた会社でして、アルゼンチンで土地を 1,250ヘクタールほど買われまして、ここで主

として大豆をつくって日本に輸入しようということで計画されている組織でありまして、市内の方

も二、三名ここに出資されている方があるんですが、ここの会社と岐阜県が去る16日に大豆の供給

協定を結ばれたということで新聞にも出ておりましたところでございますが、先ほどおっしゃった

ように岐阜県自体も食糧については輸入県であるということで、県としても食糧の確保には将来を

見越して、今のうちから南半球で生産すれば、北半球がたとえ気象状況が悪くてもよろしいし、ア

メリカ、オーストラリアの穀物が中国に輸出されるようになった場合でも確保できるんじゃないか

ということで取り組んでおられるところでございまして、こうした動きを見ましても、今後食糧の

重要性はますます高まっていくんではないかと、このように私は思っておりまして、農業者の皆様

になお一層将来に希望を持って頑張っていただきたいと、このように思っている次第でございます

のでよろしくお願いいたします。 

                  〔１番議員挙手〕 

○議長（村瀬 治君） 

 はい、１番 安藤君。 

○１番（安藤重夫君） 

 市長におかれましては、学校給食に地元の生産された米を導入する方向で検討しているというお

返事をいただきまして、ありがとうございました。市内の担い手のメンバーも大変喜ぶと思いま

す。 

 もう一つ、添付させてもらいました資料ですが、「商経アドバイス」。これは関東と、それから

関西の１口10トンの取引高でございます。例の有名な魚沼のコシヒカリは、関東で６月９日現在３

万 1,800円、関西では３万 1,300円、 500円の差額が出ておりますが、岩船２万 2,500円、佐渡２

万 2,000円、新潟２万 1,500円。何が申し上げたいと申し上げますと、これらは特Ａランキング、

左肩に「山形10年連続特Ａを達成」と、こうなっておるんですが、このほかに、茨城、熊本、島

根、京都、長野。もともとありました魚沼、岩船、それから佐渡、近くでは石川の能登半島の一部

に特Ａをランキングされた米が栽培されておりました。それよりも何よりも、この岐阜ハツシモが

その仲間に入っておったんです。それがいつの間にか特Ａから脱落したのが、県の、こういう場所

でこういう発言はいかがと思いますが、岐系 108。ハツシモと月の光を掛け合わせまして、月の光
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は栃木県、あちらの方で多く栽培されておりますが、母方にハツシモと、父方に月の光と、そうい

った品種改良を当時の農村県で開発研究されておりまして、開発途中にもかかわらず岐系 108とい

う品種名で一般に種子が配付されましたのです。それは月の光の形質を多分に持って、形状はまる

でハツシモと。大垣のお米屋さん、岐阜市内のお米屋さん、おじいさんの代から米屋を営んでいる

人でさえも、ハツシモだよといってごまかされてその岐系 108を庭先で渡されると、農家から。炊

き上げたらそこそこだが、さめたらまずくて食べられないと。これは特Ａランキング岐阜のハツシ

モを引きずりおろした主原因であります。 

 そこで、これはお願いになるんですが、そういった岐系 108の種子をいち早く駆除というか、駆

逐というか、一般農家にまだどうもそういったものを栽培されている傾向を聞き及びますので、Ｊ

Ａと連携しながら、そういったあまり食べておいしくない米は、昼前にも産業部長の方からも、買

ってもらえるお米をつくりなさいと農林省も言いますということでありますので、まずいまずいと

言われる原因はそこにありますんですから、種子の駆逐を市長にお願いを申し上げたいと。これは

お願いでございます。そうすることによって、かつての名声を博した幻の米と言われる岐阜ハツシ

モが復活すると私は信じます。以上です。 

○議長（村瀬 治君） 

 安藤さん、要望ですか。 

○１番（安藤重夫君） 

 はい、要望です。 

○議長（村瀬 治君） 

 続きまして、７番 吉田建夫君の発言を許します。 

○７番（吉田建夫君） 

 議長のお許しを得ましたので２点ほどお尋ねします。 

 徳山ダムの水を根尾川に導入を市長に、山の荒廃をどのようにとられているのか、産業建設部長

にお願いいたします。 

 平成19年度には徳山ダムが完成すると聞いています。私は、このダムの水を根尾川に取り入れて

もらえないかと思っております。それは、10年ほど前から根尾川の水が少しずつ減り、水不足につ

いて危機感を抱いているからです。 

 岐阜新聞の「山河なきに未来は」を読み、その考えは増してきました。今、山は捨てられ、山は

見放され、無残な林ばかりです。捨てられた山は自然体を変え、水不足をつくり出しています。小

さな谷の水が年々かれて、私の池のコイも上水道を入れながらどうにか飼っています。市には席田

用水があり、生活には絶対不可欠な水が年々減少しているのです。大変なことです。20年前までは

根尾川地域ではアユも釣れ、魚もいろいろいました。今は、魚の姿がほとんど見られない状態で

す。そのころの水は、今の倍近く流れていたように思われます。水なき未来はあり得ません。捨て

られた山、水不足をつくり出す山をどのようにとられているのか。ダムの水根尾川へ導入について

お尋ねします。 
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○議長（村瀬 治君） 

 徳山ダムの水を根尾川へ導入について、市長の答弁を求めます。 

○市長（内藤正行君） 

 吉田議員の、徳山ダムの水を根尾川へ導入することについての御質問に対しまして、お答えをさ

せていただきます。 

 根尾川の水が不足しているということは、従来から言われているところでございます。また、徳

山ダムの水を導入したらというような、私は新聞報道で見たわけでございますが、報道もございま

した。そうしたことで御質問もございましたし、県、あるいは国の関係機関にいろいろ折衝しまし

てお話をしてきましたが、これはある一部の方の発案であって、その具現化については明確なもの

ではないということでございます。いろいろ調査いたしましたが、吉田議員に対しましていいお答

えはできないところであります。そうした中にも、おっしゃるような趣旨を体しまして、今後と

も、徳山ダムの水の使途等についてもいろいろ議論があるところでございますので、そうした中で

根尾川へ導入することのできないかということを関係の機関、あるいは会議等の５人に十分提議し

まして対処してまいりたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（村瀬 治君） 

 次に、山の荒廃について、産業建設部長の答弁を求めます。 

○産業建設部長（服部次男君） 

 それでは、吉田議員の山の荒廃についての御質問に答えをいたします。 

 議員御指摘のとおり、弱小林業経営では経営が成り立たないなどの理由で転職されているのが現

状であると思います。植林後の雪起こしや下草刈り等の維持管理が一段落いたしますと、ほとんど

山を顧みることがない状況だと思います。 

 個人の財産に国を初め県・市等の公的な助成が受けられる制度は農地及び林地に限られ、所有者

の負担が軽減されておるところであります。市にあっては、国や県の事業を取り込み、間伐等の事

業を進めていますが、事業の進捗は芳しくない状況であります。今後、さらにこの事業の普及を通

じ、荒廃等の歯どめをかけてまいりたいというふうに考えておりますので、よろしくお願いをいた

します。 

                  〔７番議員挙手〕 

○議長（村瀬 治君） 

 はい、７番 吉田君。 

○７番（吉田建夫君） 

 徳山ダムは、水利権の問題で多分難しいかと思いますが、まず山の荒廃が解決すれば、水問題は

解決できると思いますが、この問題は日浦議員さんも指摘されましたし、また農業者であります安

藤議員さんも大変心配しているところでありますので、この水問題をしっかり取り組んでいただき

たいと。岐阜新聞が一面のトップで連載して、多くの人に山、木、水について警鐘を鳴らしている

わけですので、その点を踏まえ、行政はしっかり取り組んでいただきたいと思いますので、よろし
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くお願いしまして、質問を終わりにいたします。ありがとうございました。 

○議長（村瀬 治君） 

 続きまして、12番 中村重光君の発言を許します。 

○１２番（中村重光君） 

 議長のお許しをいただきましたので、２点質問をさせていただきます。 

 一つ目は、行政改革について市長さんにお尋ねを申し上げます。 

 新市計画で、財政計画は新市の10年間の財政運営の指針として、歳入歳出の各項目ごとに過去の

実績等を勘案しながら、今後とも健全な財政運営を行うことを基本に策定し、合併による歳出の削

減効果、市民負担の軽減、サービスの水準向上等を反映させて、普通会計ベースで策定されまし

た。しかし、昨今の日本国の財政状況、また県の実態等を考えてみると、速いスピードで変化をし

ております。 

 国は、三位一体改革の中で地方分権を進めておりますが、突然の12％の交付税削減や国庫補助金

の見直し、臨時財政対策債等々の歳入減を地方自治体に押しつけてきております。平成16年度の予

算編成では、総額 580億円の財政不足により、厳しい状況とお聞きをしております。国・県とも非

常に厳しい財政状況の中で、本巣市の財政計画は2000年度の実績を基本に作成されたと記憶をして

おります。 

 第２回本巣市議会定例会で、市長の所信表明された内容を熟読いたしました。市長は、市運営に

ついて、公平・公正な運営と地域格差のない均衡ある発展に専念し、努力し、新市建設計画の最重

点プロジェクトとして位置づけた３本柱の施策の早期実現等々の説明でありました。私は、市の財

政計画が2000年度実績ベースを基本に10年間の計画を作成し、合併協議会で検討し定めたが、今日

の国・県の財政状況を考えると、当初計画全体で年間で７億 5,000万円の減（今年度予算は国の合

併補助金２億 5,000万円、特例債11億 9,000万円で補う）、10年間で75億円と膨大な財源不足が発

生し得る状況と考えます。最終的には、基金及び合併特例債から繰り入れし、毎年予算を作成して

いく以外方法がなくなってくるものと判断をいたします。私は、建設計画の３本柱を中心に、基本

事業を早期に実行することはやぶさかではありませんが、合併協議会で調整し、合意した案件につ

いて再度検討し直すことが、未来に向かって夢のある、希望の持てる本巣市づくりの基本及び原点

と考えます。今こそ本巣市誕生に至った合併理念を基本に、議会、行政、市民が真剣に本巣市づく

りのために最大限の努力と知恵を早期に出し、旧町村意識を取り除き、所期の目的を達成すること

が急務と考え、下記案件の見直しを提案するものであります。 

 一つ目に、分支庁舎及び総合支庁舎の再検討、二つ目、小学校の統合、三つ目、給食センターの

統合、四つ目、保育園、幼稚園の統合、五つ目、診療所の統合等々、５点について市長の考え方を

お伺いするものであります。 

 二つ目に、投票区の増減について質問をいたします。 

 本巣市となり、近い時期に市議会議員選挙が実施されることになると思います。現時点では、旧

町村のままで選挙が実施されると、大きな問題点があると考えられます。 
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 旧３町村の人口動向を調査すると、都市化及び過疎化に伴う選挙人の増減が激しく変化をしてい

る状況、また投票区の地形、交通の利便等々の特殊性を十分考慮の上、投票区の選定をし、選挙を

実施しないと公平性が保たれないものと判断をいたします。旧本巣町では、１投票区で最高 5,000

人から 5,500人、最低で40人から50人であります。過去の各町村別の特殊事情も十分理解するも、

新市として出発する選挙に多数の市民が参加でき得る体制に一日も早く整える投票区の規模の適正

を望むものであります。本巣市選挙管理委員会に検討するよう申し入れてはどうか。この二つを御

質問申し上げました。ありがとうございました。 

○議長（村瀬 治君） 

 行財政改革について、市長の答弁を求めます。 

○市長（内藤正行君） 

 中村議員の行財政改革につきましての御質問について、まずお答えをさせていただきます。 

 新市建設計画におきます財政計画では、16年度から25年度までの10年間につきまして財政運営方

針を示しておりまして、歳入歳出の各項目につきまして実績等を勘案しながら、13年度決算ベース

として策定してまいったわけでございます。その後、御指摘のように、三位一体改革の改悪化と私

ども言っているんですが、ありまして、国庫補助金は削減される、税源移譲は十分されん、交付税

は大変大きく切られたということで、先ほど御指摘の、これは私の当初の所信で申し上げました

が、７億 5,500万減になったわけでして、10年間なら75億とおっしゃったわけでございますが、本

当にそういうふうで、大きな私どもに負担を課したということで、国に対しまして、地方公共団体

一体となって強くこの点につきまして要望をしてまいりました。先日、６月８日に全国市長会がご

ざいまして、そこで来賓として総務大臣の麻生太郎氏が出られまして、そこで今後の取り組みにつ

いてお話がありました。これらは既に新聞でも報道されているところでございますが、その後、議

長さんのところへも来ているわけですが、麻生総務大臣から町村長、議長あてにこのような文書が

来ておりますので、まずひとつ御披露をいたしたいと思います。 

 拝啓、皆さん方には御健勝にて、地域の発展と住民の福祉のために日々御努力をいただいている

ところと存じます。 

 さて、私は、日本が元気になるためには地域が元気にならなければと考えております。そのため

には、住民の身近な皆さんが住民に必要な行政サービスをみずからの権限と責任で選択できるよう

な地域主権を強めなければなりません。私は、皆様方が平成16年度の予算編成以来、政府に対し不

安や疑問に思っていることにこたえるため、４月26日の経済財政諮問会議に私の考え、いわゆる麻

生プランを提案しました。この提案を受けて、先般、経済骨太の方針2004を閣議決定しました。私

が意を用いたポイントは次のとおりであります。 

 まず来年度の地方財源総額についてです。 

  今年度当初予算において地方交付税などの総額が減少し、予算編成に御苦労をかけました。当

然、危機的状態にある地方財政を健全化するため、今後とも歳出の見直しは必要です。しかし、来

年度にあっては、地方団体が安定的に財政運営ができるよう必要な一般財源の総額を確保すること
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を明記しました。 

  次に税源移譲についてでございます。 

 今年度は国庫補助金の廃止額約１兆円に対し、一般財源化の額 4,500億円が少ないとの御批判が

ありました。このため、税源移譲はおおむね３兆円規模を目指すと明記しました。平成18年度まで

には、所得税から個人住民税への本格的な基幹税による税源移譲を実施いたします。その際には、

地域間の偏在を抑えるため、個人住民税の税率をフラット化する方針です。そして、皆さんに国庫

補助負担金改革の具体案を取りまとめていただくことにしました。各省の議論がなかなか進まない

おそれもありますが、国が一方的に決めるのではなく、まず地方公共団体の意見をお聞きすること

としました。言うまでもなく、３兆円規模の税源移譲はその具体的提案にかかっています。それを

受けて、本年秋には三位一体改革の全体像を明らかにいたします。 

 私としては、今後とも日本を元気するため全力を尽くす所存であります。皆さん方におかれまし

ても、地域経営の視点に立って工夫を凝らし、地域を元気にされることをお願いいたします。末筆

ながら皆さんの御活躍をお祈りいたします。平成16年６月11日、総務大臣 麻生太郎。 

 こういうふうに、メッセージをそれぞれ全国に発信をされておりますので、今度はこの方針は信

じていきたいなと、このように思って期待もしておるわけですが、ここで大事なのは、税を地域に

よってあんまり差のない個人住民税を主として移譲しようということを考えておられているという

ことがわかりますし、また３兆円の補助金を削減せよということについては、地方の意見を聞いて

決めていきたいということですが、これがまた地方の意見でも、特に義務教育費をどうするかとい

うことについては、県と市町村との意見も違う。市町村は今のままで、補助体系でいってほしいと

思いますが、県知事会の方はこれも削減した方がいいというふうに言っております。文部科学省

は、この義務教育については、やはり国の方で指揮をしていきたいという気持ちがあろうかと思い

ますが、現行の体制を維持していきたいと。そんなようなことがありますので、また細々した補助

金につきましてもいろいろ意見があると思います。私どもも、そういったことにつきまして、地方

自治体全体で連携して、今後対処していかなきゃいかんと、このように思っておりますので、よろ

しくお願いいたしますが、こういうことで、今まで７億 5,500万円削られましたが、これができる

だけ何とか回復しないかなと、このように期待しているところでございます。 

 そういう状況の中でございますが、議員御指摘のように、合併協議会での協議事項につきまして

は見直せということでございますけれども、約束した点もございます。ですから、住民に直接、福

利にかかわるようなことを即改めるわけにもいきませんので、今度新しい総合計画なり財政計画を

つくるんですが、そうした計画の中で、特にハード的のものはある程度見直して、やめるというよ

りも、期間を延ばしていただいてある程度ずらせていただくとか、そうやっていきませんととても

やっていけないじゃないかと。そういうことを見るために、財政計画を年次別に出して、歳入歳出

の流れを見ていかないかんと思いますが、今のところ非常に大きく負担がかかっておりますのは下

水道関係ですね。それから簡水と上水関係。これが大きな負担がかかっていまして、短期間にどん

どんやるような旧町の計画になっております。これをそのまま進めていくということになります
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と、今はいいんです。借り入れして、補助金と借り入れで仕事はやれるんですが、返すときが大変

ということになります。普通建設費を削って特別会計に繰り入れて返すということになりますの

で、その額が膨大な額になる可能性があります。そういったことを見るためにも、何人かの方に御

指摘いただいておりますが、まずは財政計画を立てなきゃいかんと、このように思っております。 

 そうした中で、公共施設の統合についての具体的なお話もございました。こういったことも当然

念頭に置いていかないと、ここに五つだと掲げられているもののどれをということは別としまし

て、公共施設の統廃合はある程度考えていかないかんというふうに思っていまして、先ほども給食

センターのお話なんかも出ておりましたが、そういったことも念頭に置きながら、それらもあわせ

て総合計画の中で構想を定めて進めてまいらなければいかんと、このように思っておりますので、

今後とも御指導賜りますようお願いいたします。 

○議長（村瀬 治君） 

 次に、投票区の増減について総務部長の答弁を求めます。 

○総務部長（溝口義弘君） 

 それでは中村議員の、投票区の増減についての御質問に対して、お答えをさせていただきます。 

 この件につきましては、昨日から稲葉議員、あるいは本日、先ほど吉村議員、それぞれ質問の最

終的な内容は同じようなことなんですけれども、稲葉議員につきましては過大投票区の見直しとい

うことでございますし、吉村議員につきましても過大投票区、あるいは一投票区の区域の見直しと

いうようなことでございますが、中村議員におかれましては、すべての投票区について見直すべき

ではないかということで、これは区域もあわせてということでございますが、けさがたから申し上

げておりますけれども、実際に見直すに当たりましては、投票を行える施設、そういうものも考え

なくてはならないということでございます。これを見直すに当たりましては、やはり住民の意見を

十分聞いた中でということでございます。こういう点については、自治会なり自治会長会なりにお

諮りをした上で意見を聞いて、本巣市の選挙管理委員会の方に再度お諮りをし、進めてまいりたい

と考えておりますので、よろしくお願いいたします。 

                  〔12番議員挙手〕 

○議長（村瀬 治君） 

 はい、12番 中村君。 

○１２番（中村重光君） 

 行政改革で要望として、意見を述べさせていただきます。 

 私も、この２案件につきまして、こういうことで提起をさせていただきました。しかし、市長の

方から即回答を私は求めておりません、はっきり申し上げて。多分、今市長が御説明された内容

等々ぐらいしか恐らく回答ができないんではないかと。特にまだ内藤市長になってから４ヵ月、５

ヵ月という時期で、非常にこういう質問をするのはいかがなものかということで、私自身判断に苦

慮いたしましたが、昨今の日本の状況、また県の状況、また市の大型事業等々の物件が山積をして

おります。そういう中で、この行財政改革をここで皆さんとともどもに心を共有をしながら、新し
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い本巣市をつくっていかなければ、後世に必ず大きな汚点を残すんではないかと、こういう判断で

質問をさせていただきました。今後とも、先ほど来から、この財政改革等々については同僚議員も

質問をされておられます。恐らく私と考え方は、根底は同じではないかというふうにお察しをして

おります。今後とも、本当に少ない財政で最大の効果を発揮するべく、市長の英断を、私どもも実

行力を期待しておりますので、今後ともよろしくお願いしたいと思います。 

 これで終わります。ありがとうございました。 

○議長（村瀬 治君） 

 ここで暫時休憩をいたします。 

 ２時15分から再開をしたいと思います。 

                                   午後１時57分  休憩 

 

                                   午後２時15分  再開 

○議長（村瀬 治君） 

 ただいまの出席議員数は48人であり、休憩前に引き続き会議を開きます。 

 続きまして、47番 川村高司君の発言を許します。 

○４７番（川村高司君） 

 それではお尋ねをいたします。 

 質問通告が提出をしてありますので、その順序に従ってお尋ねをいたします。 

 たくさん本を持ってきましたが、全部読むわけではありません。所定の時間内に終わりたいと思

いますので、答弁のほどをよろしくお願いをいたします。 

 一つは、樽見鉄道の存続と本巣市の役割についてでございます。これについては、市長からの答

弁をお願いいたします。 

 樽見鉄道の経営診断と内容、数字、その結果をどのように理解されておるのか。また、市長の就

任基本ビジョンと、鉄道の将来はどのように考慮されておられるのか。市民の利用内容から考え、

本巣市がこの問題についてリーダーシップを大いにとるべきではないか、こんなふうに考えます

が、その点についての市長の見解をお尋ねしたいと思います。 

 この問題で、少し補足をしたいと思いますが、一つは、やはり鉄道は、御承知のように効率的で

あり、また環境に対して優しい省エネ型の交通機関であり、また雪が降っても走破性があるという

利点を持っております。しかしながら、昨今、樽見鉄道が赤字になるということは、その経済性と

対立をしている、この問題に尽きると思います。したがって、この問題で、ここに持ってきました

が、欧米を中心とした市内の路面電車のレポートがありますが、これらを見て非常に教えられたと

ころがありますが、ヨーロッパでは環境問題だとか、あるいは将来 100年、 200年を見据えてこう

いう交通問題を考えているということが、ドイツ、あるいはフランス、アメリカ等でもそういう検

証がされているという記事が載っておりました。 

 その中でお尋ねをしたいのは、この鉄道あるいは交通に対する哲学をどう持つのか。この点で、
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先ほど申し上げました効率、省エネ、走破性という点で、将来 100年後に我々が後悔をしない樽見

鉄道のあり方を考えるべきではないか。例えばドイツなどでは、この軌道の中に芝生を植える。何

で芝生を植えるのかなと思って見ておりましたら、そこを緊急自動車がいざとなったら通れると。

例えば国道 157が何らかの事情で封鎖をされたという場合に、あの樽見鉄道を軌道敷きだけではな

しに車両が通れるような対応をするということであれば、第２の道路として緊急時に使う方法があ

る。あるいはヨーロッパでは、我々で言うガソリン税の中に、その４割とか３割を鉄道敷、公共交

通のために使うというようなことをもう既に1967年ごろからやり始めている。ここに日本のこうし

た交通機関との差が出ているのではないかと思いました。その点で、我々は現在の状態に対して、

ただ赤字だ赤字だというのではなくて、将来、子孫に対してどういう交通を残していくのか。まず

その点で一番市長にお尋ねをしたいのは、今回の経営診断の中で出されております点で、赤字はや

むを得ない、そうした場合にバスの代がえもあるということでしたが、バスと鉄道とどちらを取る

かということについて、バスの方がいろんな意味でコストが高いと思うんですが、もしその二者を

迫られたときに市長はどのように考えられるのか、はっきりお尋ねをしたいと思います。これが第

１の質問事項であります。 

 第２点は、環境の調査と市民への公開についてであります。 

 今年度から、本巣市の総合的な環境調査がふやされました。これは、旧の糸貫、本巣が住友セメ

ントのカドミの関係でいろいろな調査をやってきましたが、根尾だとか真正が外れていた。同じ項

目で、27ヵ所だったと思いますが、その内容で調査をするということでありました。これは、大い

に進めていただきたいと思いますが、あわせて我々が過去、セメントの公害を視察しに行ったとき

に、九州の八幡市だったと思いますが、ＣＯ2 あるいはＮＯX の調査を、常時観測をして、それが

わかるのものが役場の上に設置をされていました。こういうものについて資料を添付させていただ

きましたが、最近のいろいろな機器の開発によって瞬時にできる、今回、調査のある内容全部では

ないけれども、必要に応じてＣＯ2 だとかＮＯX を常時観測データを表示することができる、そう

いうものを本巣市の中の主要な点、単に住友セメントや、あるいは大規模店等の騒音だとか、そう

いう問題に限らないで、淡墨桜の環境を将来にわたって続けていくにも、そういう場所の環境を定

期的に市民に知らせるということを考えてはどうかということをお尋ねしたいわけであります。そ

ういう定点定時観測をして、この庁舎のそれぞれのところで見えるような状態をつくってはどう

か。市民の環境に対する関心を深めていく上で、より効果があるのではないかと思います。 

 最終的に、環境というのは当たり前で、こんな数字がどうだとか、あるいはこういう調査をやっ

たからどうだというところでははかり知れない住みよさ、そういうものが最終的な答えではない

か。私は本巣で、今から30年ぐらい前に古老に言われましたが、素振谷で水をくんできてお茶を立

てると非常においしかった、お茶が甘かったと。古田織部の生誕地でもありますが、やはりこうい

う風土こそが環境の一番最終的な答えではないか。そういう点で、数字に左右されるのではなくて

本当に住みよい本巣市をどんなふうにつくっていくのか、このことが重要な問題だと思います。そ

ういう点での環境の指数というものを市として整理をしていくべきではないか、この点が第２の質
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問事項であります。そういう点での機器というものがある程度開発をされているので、そういうも

のを組み合わせながら、本巣市の総合的な環境を評価していけるような状態を考えてはどうか、こ

れが第２の質問事項であります。 

 第３の点は、消防防火体制についてのお尋ねをいたします。 

 ただ、この点につきましては、最近の消防を見てみますと、ただ単に火が出たとかいう問題では

なくて、例えば消防活動に行ったときにそこに有害物質があったと。それが何かわからないという

ような報告があったりします。そういう点で、まず第１点としては、本巣市内の消火栓の設置、防

火水槽の設置状況、これは先ほど答弁がありましたので結構です。 

 そういう現在の消防状況とあわせて、第２番目に、廃棄物の処理、あるいは工場等の特殊な物質

の保管状況の掌握、これは消防署と本巣市として責任を持ってやる必要があるのではないか。ま

た、大規模商業施設についても掌握をする必要があるのではないかというお尋ねでございます。 

 昨日、長谷川議員が法林寺の参拝のものを報告されました。この問題についても、２番と３番に

ついて言えることですが、住民の十分な監視をするために、本巣市がどういう役割を果たせるのか

ということをあわせてお尋ねをしたいと思います。 

 こういう点、つまり３番目に言う廃棄物の処理の届け出、把握というものをどうされているの

か。 

 ちなみに、昨日問題になり、新聞にも大きく取り上げられておりますが、廃棄物は一体どこから

持ってこられるのかということについても掌握しておられれば、この例としてお答えいただければ

ありがたいと思います。 

 第４番目にお尋ねをいたします。根尾川の河川管理と洪水対策についてであります。 

 根尾川の両岸の堤防の補強、特に山口頭首工上下のところについては、かねて本巣町の時代から

も質問をしておりました。そして、これまでの答弁の経過によると、砂利の採取を行っていきたい

と。また対岸の山積みされているところについては、私有地なので何とも仕方がないと。しかし、

現状の状態で維持をしていきたいというような答弁を聞いております。 

 ところが、最近、ヨーロッパで 500年に１度という高温で、フランスでは１万 5,000人の死者が

出る。また、中国の南東部では大洪水が起こり、カリフォルニアでは山火事が起こった。最近の気

象異状というのは、やはり過去の想像を超したものがある。そういう点からすると、根尾川の問題

については無視のできないところであります。そういう点での対策をお尋ねをしたい。それについ

てのちょっと補足的な質問を行いたいと思います。 

 過去にお尋ねをしたときに、根尾川の右岸、対岸、大野町側になるんですが、大野町、谷汲側の

山積みについては、個人の土地なので何ともできない。状況もそんなにわからないという。状況と

いうのは、昔の川岸の状態についてはよくわからないという答弁でした。私もその点では非常に手

をこまねいておったわけですが、まず順番にお示しをして皆さんの御理解をいただきたいと思うん

ですが、これは、きのう私が撮ってきた写真です。根尾川の対岸にある状態、これはきょうも同じ

状態です。これが今住民からも陳情が出された場所の状態です。この積み上げがいつされたかよく
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わからないというお答えでした。 

 たまたま、私が撮っておりました写真がありまして、これが1977年に撮った写真です。これを見

ると、今ほどひどくは積み上げられていないという状態です。それから、この写真も1977年に、私

がもっと若かったころ撮った山口頭首工の写真と、それからこれは木知原のあたりの写真です。こ

れも将来もう少し分析したいと思います。どういうふうにその状況をつかむかということで考えて

おったんですが、これが手に入りました。昭和14年の写真です。昭和14年というのは1939年、戦前

の写真で、私もこれを見たときに住友セメントかなと思ったんですが、岐阜セメントです。このセ

メントは満州へ持っていかれました。この残りのところに今現在の跡地があるわけですが、この写

真を持ち出したのは、この川のふちのあたりに非常に白くなっている。つまり、まだこのころは砂

利の状態だったんです。もちろん水の量によりますので、いつ撮ったかということについてはもう

少し吟味をしていただくといいんですが、ほかの人が言われるように、かつてはそんなに積まれて

いなかった。最近随分積んだのではないかという結論に行き着きました。そう思って、きのう見て

ましたら、対岸の方はしっかり護岸がやられてました。水がついた、ついたといって騒いでおる

我々の左岸の方は一向に進んでいないんで、ちょっとおくれているなと思った次第です。 

 そういう点で、やはり身近な問題として、一つ一つこの問題をつぶして、せめて昭和14年並みの

根尾川の風景を守っていく。それが環境にも、風景にとっても、我々の安全にとっても必要ではな

いか、こういうお尋ねであります。その点の答弁を賜りたいと思います。 

 ５番目にお尋ねをするのは、現在の歴史民俗資料館の利用状況ということでお尋ねをいたしまし

た。歴史はついていないということで、民俗資料館の利用についてお尋ねをしたいと思います。 

 そう思いまして、私は全部のところを回りたかったんですが、時間がありませんでしたので、た

またまこの庁舎の横にあります資料館に行きましたら、非常によく整理をされていました。ちょう

ど12時ごろおなかがすいて行ったら、柱時計が20本ほどかけてあるんですが、みんな音が出ている

と。動いている状態で、そこの管理者が全部直して音が出るようにしたということで、非常に御苦

労に対して頭が下がると同時に、せっかく皆さんから出された民俗資料館、もう少し利用していき

たいなというふうに思いました。 

 その点で、お話をしていて私も感じましたし、言われたことは、もっと施設の内容を整理してア

ピールしてもらいたい。パンフレットというか、チラシをもらってきましたが、本当に苦労された

印刷の資料でした。せめてカラー刷りの写真でできたらいいなと思いましたし、それから例で言い

ますと、隣の資料館は 3,000点ほどあります。そういうカタログはありますかと言ったら、今まで

やっていなかったけれども、今、やりにかかっている。でも、外部の人がこの資料を欲しいと言っ

ても見せるだけでなかなか提供できない。そういう点で、例えば最近のいろいろなコンピューター

の方法が変わってきて、ＣＤなんかで 3,000点ぐらいの写真だったら楽に入る。しかも、必要なら

その１枚を二、三百円の経費で焼いてお渡しすることができる、そういう利用の仕方があると思い

ますので、そうした施設の内容の整理や外部へのアピールの方法をもう少し考えていただきたい

と、こんなふうにお願いをするものです。 
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 その中で、資料をおつけいたしましたが、先日、師勝町へほかの用事で行ってきました。そうし

たら、師勝町にある施設を、お手元に渡してある資料はこういう資料ですが、ちょうど我々の子供

のころと同じような展示がしてありました。本当に懐かしいなあと思って見てきました。駄菓子屋

の風景だとか、あるいはちゃぶ台のある、テレビがやっと入って、白黒のテレビの入っておる、こ

ういうような展示がしてありましたが、これもうちの資料館とほとんど同じものだと思ったんです

が、これをお年寄りの回想法、ここへお年寄りに来ていただいていろんな昔話をしていただくとい

うふうに使っているという話がありましたんで、これなら、進んでやっておられるけれども、本巣

市でもその気になればこういう使い方ができると。そういう点で、せっかく市になって、こういう

資料館も充実をしてきておりますので、統合をして、もっといろんな利用の仕方を考えてはどう

か。大和園を今度改築される部分があるんで、そういうところに一室つくったらどうかなと思った

が、同僚の議員から、そんなもん金あるかと言われまして、あんまりそういう質問は今はひとり言

としてとめておきますが、そういう利用の仕方があるのではないかと思います。 

 最後になりますが、資料の整理、あるいは公開原則の徹底、またそうした資料を地域図書館で整

理活用してはどうかということでお尋ねをします。 

 これは、過日、あるところで教育関係の会議をやって資料を欲しいと言ったら、見せられない、

上げられないというようなことがありました。話を聞いていると、そんなに極秘にするような資料

でもなかったような気がしますし、時期を決めて渡すか、必要な部分だけを渡すとか方法があるん

で、そういう資料提供の整理をなるべく早くやっていただきたい。我々も、議会で時々資料を取り

上げられたりして、せっかく持っていたいなあと思っていて、あのくらいの資料を何でくれんのか

なあと思ったりするんですが、やはりその辺の資料提供の整理、そういうものをもう少し明確にし

ていただきたい。それから、例えば会議録が毎会議のもとにできるわけですが、せめてこういった

資料も地域の図書館の書架に置いておく。県立図書館へ行きますと、県議会の議事録が一定の場所

にスペースをとって置いてあります。こういう点の充実をしてはどうかということでお尋ねをいた

します。 

 また、わからないところは再質問で行いますが、以上で質問を終わります。よろしく御答弁をお

願いいたします。 

○議長（村瀬 治君） 

 樽見鉄道存続と本巣市の役割について、市長の答弁を求めます。 

○市長（内藤正行君） 

 川村議員の樽見鉄道の存続等に関する問題につきましての御質問に対しまして、お答えを申し上

げます。 

 樽見鉄道につきましては、御存じのように経営診断にかけておりまして、ようやく６月２日にコ

ンサル会社から示されたわけでございます。これにつきましては、お断りをしておきますが、地域

交通検討特別委員会の皆様には資料を提供しまして、その内容を報告させていただいたんですが、

議員の皆様方全員の方に報告をさせていただいておりませんので、まことに申しわけなく思ってお
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ります。今議会中に時間をいただきまして、企画部より皆様方にコンサルの概要につきまして御報

告をさせていただく機会をいただきたいと思いますので、よろしくお願いをいたしたいと思いま

す。 

 ６月２日に、コンサルの結果が出ました。ここでいろいろお聞きしたんですが、その中で国内に

は37の三セク鉄道があるということですが、その37のうち黒字になっているのは、ようやく黒字と

いうような状況のようですが、５社ということで、残る32社はすべて赤字と。この32社のうち、１

億円以上の赤字は14社ということでありました。五つの会社のうち、ほとんどの会社、五つのうち

ほとんどと言ったって四つほどですが、その会社はなぜ黒字かといいますと、ＪＲの本線が走って

おりまして、それと並行して三セク鉄道があって、その三セク鉄道の方へもＪＲから乗り入れるこ

とができると。そういう状況のところで、ＪＲが乗り入れの契約を結んで、三セク鉄道の方へ乗り

入れてＪＲのお客を運ぶというようなことで、乗り入れの代金を払っているんですね。それによっ

てようやく黒字になっているということで、それぞれの三セク鉄道は大変厳しい経営状況を迫られ

ているという総括のお話がまずありました。 

 私どものこの樽見鉄道につきましては、四つの視点から検討が加えられておりまして、改善方策

と申しますか、上げられました。 

 まず第１点は、現在の従業員は52人。52人といいましても、パートの短時間の人も含めて頭数だ

けは52人という感じですが、こういう方が従業員としておられると。貨物輸送の撤退によりまし

て、住友鉄道が撤退された場合に40人以下の要員で済むという判断をしておりました。実質37人ぐ

らいでいけるという判断でありました。また二つ目は、車両の保存費に大変金をかけているという

印象を持ってコンサルをしておりました。機関車とか客車の車両台数が現在14台あるんですが、こ

れは大幅に減らす必要があるんではないかと。機関車というのは４台です。客車というのは、機関

車に引っ張らせる客車ですね。あとはレールバスですから、その区別があるわけでございますが、

機関車と客車で14両あるんですが、これは３両でいいんじゃないかと。機関車１台と普通の客車２

両でいいと、こういうふうな判断がありました。第３に、運行本数も、極端に乗客の少ない時間帯

は減らして効率化を図るべきじゃないか。また、第４には、16％くらいの運賃の値上げは検討すべ

きじゃないかと。 

 こういうふうな四つの柱でもって試算をされておりまして、それぞれについて収支の結果を出し

ておりましたが、これを見ますと、いずれの方式でやりましても黒字への転換はできないというこ

とでございました。そういう要因の見直しとか保有車両の台数の効率化についてはどの程度できる

のかということについては、樽見鉄道側が、会社側が十分社内で検討していただかなきゃいかん

と、こういうふうに思っております。と申しますのは、会社の方はそれだけ必要だと言ってみえる

わけですので、そことのギャップがありますから、一度、そういうコンサルの結果を受けて、会社

としてやっていけるのかどうかをまず詰めてもらわないかんと、こういうふうに思っているところ

でございます。 

 運行本数の削減と運賃の値上げにつきましても、鉄道利用者の利便性の低下につながるというこ
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ともありますので、それが果たしてどうなのかということも十分考えていかなきゃいかんというこ

とでございます。 

 また、バスの代行運転につきましてもコンサルをしてありまして、これも運行のためにはさらに

相当の負担が要りますし、輸送力には、やはりバスの場合は限界があると、また利便性も低下する

というようなことがありまして、バスへの転換というものは、御質問にもございましたけれども、

市民の理解がかなり得られにくいんじゃないかというふうに私としては思っているところでござい

ます。 

 なお、質問の中で、就任基本ビジョンと鉄道の将来についてどう考慮しているかということでご

ざいますが、樽見鉄道に対する私の方針としましては、３月の議会にも申し上げたところでござい

ますが、市内を縦断する鉄道は、住民の通勤・通学の足として欠かせない大変重要なものであると

いうことで、やはり存続をしていくという考え方で今も基本的には考えているところでございま

す。 

 これは、市民が主体となって、市民みずからの努力により、市民のために発展させるという、県

がそういう指導をしていただいているんですが、市民鉄道という観点での転換を図っていかなきゃ

いかんと。そういった点につきまして、沿線市町村がそれぞれそういう感覚を持ってもらわないか

んと思うわけでございます。これは県の指導がございまして、協議会をつくりなさいと、こう言わ

れておりまして、関係機関とか市民、あるいは専門家も入れて協議会を立ち上げ、そして存続につ

いての方針を立てたところには補助金を出してあげようというふうにされているところでございま

すので、そういったことも今後進めていかなきゃいかんと、このように思っておる次第でございま

す。 

 いずれにしましても、大変厳しい状況でございますので、早急に幹事会等で経営診断結果を踏ま

え、また会社とも調整しながら、あるべき方向を定めてまいらなきゃいかんと、このように思って

おる次第でございます。 

 また、御質問の中で、本巣市としてリーダーシップをとるべきじゃないかとの御発言がございま

した。 

 今の市町村で構成しております協議会は、本巣市の負担が48％余りになっていまして、ほぼ半分

ぐらいを占めているわけでございます。ことしは協議会の役員改選がございまして、大垣市長さん

の方から、本巣市さんは半分ほどの負担があるわけですし、会長を引き受けてほしいというような

申し出がありました。これに対しまして、どちらかというと私どもの方が樽見線存続については意

向が強いわけでございますので、そうしたところで会長を引き受けて、あとはついてこいといって

引っ張っていくということは、かえって沿線自治体の全員の共感を得るには適切ではないんじゃな

いかと。やっぱり始発であり終点である大大垣市の市長さんが会長になっていただければ、対外的

にもいいんじゃないかと私は申し上げまして、市長さんになっていただきました。あわせて私に副

会長ということでございましたので、当然私も副会長をお受けさせていただきますが、もう一つ市

があるわけでして、瑞穂市の市長さんにも副会長になっていただくように、幹事会の席で、うちの
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職員に発言をさせてまいりました。そうしましたところ、向こうの職員が持って帰りまして、市長

さんと相談しましたら私は平理事でいいから外してほしいと、こういうことだったもんですから、

そんなことをおっしゃらずにひとつ頼みますということで、特にまた市長さんに頼んで入っていた

だきまして、２人副会長ということで、向こうが先輩ですから上席になっていただいて、今、構成

しております。それで、６月２日でございますか、初めての会議があったんですが、松野市長さん

がその会議に出てきてくださいまして、それまでは全然顔を出していただかなかったんですが、責

任を感じていただいたかと思いますが、御理解いただきまして会議にも出てきていただいたという

ことで、私はこういう体制でいいんじゃないかと。これが一つのリーダーシップとは言えませんか

もしれませんが、私どもはこういうような形で、皆さんのできるだけの理解をいただきながら、樽

見鉄道のあり方というものについて前向きに検討していく体制ができたんじゃないかと、このよう

に思っている次第でございます。よろしく御理解を賜りたいと思います。 

○議長（村瀬 治君） 

 次に、環境調査と市民への公開について、市民環境部長の答弁を求めます。 

○市民環境部長（土川 隆君） 

 二つ目の環境調査と市民への公開についてという御質問につきまして、３点ほどいただいており

ますので、順次お答えさせていただきます。 

 一つ目の、今年度、本巣市の総合的環境調査がされるが、全国基準値等からの分析が必要ではな

いかということにつきましては、本年度、本巣市全体を考えまして、河川水質、浄化槽放流水、飲

料水、悪臭、工場廃水等々を財団法人岐阜県公衆衛生検査センターに委託して実施する予定であり

ます。試験方法につきましては環境庁告示に基づく方法でありまして、分析につきましても、当

然、全国値基準値に基づいて分析をするということになっております。 

 ２点目でありますが、現在は定時・定点観測による調査を予定しておりますが、今後は別系列で

の調査についてはよく研究・検討を進めてまいりたいと思います。 

 検査結果につきましては、年度末には国の環境基準と比較した年間の調査結果を冊子にまとめて

報告書を受けることになっております。ここに、15年度糸貫町で実施されました環境総合調査報告

書ということで冊子ができておりますが、こういった報告書の提出を受けることになっております

ので、こういった報告書を各庁舎に配置をいたしまして公表をしていきたいと考えております。 

 また、自然に暮らせる環境の維持・環境状況の公表について御提案をいただきましたので、今

後、関係課と総合的に検討をいたしまして、調査・研究を実施してまいりたいと考えておりますの

で、御理解いただきたいと思います。 

○議長（村瀬 治君） 

 次に、消防防火体制についてと監視データについて、総務部長の答弁を求めます。 

○総務部長（溝口義弘君） 

 それでは、川村議員の御質問にお答えをさせていただきます。 

 まず、消防防災体制についての御質問でございますけれども、１点の件につきましては、先ほど
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申し上げまして、川村議員さんも説明はいいということでございますので、２点目の廃棄物処理、

工場等の特殊な物質の保管状況ということでお答えをさせていただきたいと思います。 

 保管状況につきましては、今、届け出についてございますけれども、平成16年の３月31日現在、

本市におきまして、産業廃棄物の最終処理施設が１ヵ所、それから中間処理施設が６ヵ所となって

おります。なお、これらの届け出につきましては、県への届け出ということになっております。 

 また、工場等の特殊な物質については、危険物ということでお答えをさせていただきます。 

 消防法の10条及び第11条の規定によりまして、指定数量以上の貯蔵、取扱基準及び届け出が定め

ておりまして、本市におきましては、危険物貯蔵施設が地下タンク貯蔵所を初めとしまして 165ヵ

所ございます。これは主に危険物の第４類の、いわゆる石油類を貯蔵しているものでございます。

このほか、危険物の第５類第２種、硬化剤の貯蔵所が１ヵ所ございます。これらの届け出につきま

しては、本巣消防事務組合へ届け出がされているものでございます。 

 なお、市内の大規模商業施設におきましては、指定数量      これは２万リットルですけれども 

      以上の貯蔵施設が１施設、それから指定数量以下の施設が１施設ということになっておりま 

すが、それぞれ危険物第４類を貯蔵するものでございます。いわゆる油類を貯蔵するというもので

ございます。 

 このほか、指定数量以下の貯蔵及び取扱基準は消防法の第９条の３により規定がされております

けれども、事務委任によりまして、消防事務組合の火災予防条例によって定められておるところで

ございます。 

 次に、根尾川水系ダムの監視データの把握についてお答えをさせていただきたいと思います。 

 中部電力の上大須ダムを対象としまして、木曽川水系における利水ダムの河川法第48条の通知に

関する議事録を、本市の総務課長と中部電力株式会社の西平ダムの管理所長さんと交換をいたしま

して、初期放流時、毎秒ですけれども10トン以上のとき、ただし書き放流時、緊急放流時について

はファクスによる放流データの送信をいただくということになっております。 

 また、このほか根尾川の水量の件でございますけれども、インターネット上におきまして、今の

流量が把握できるような監視カメラが、この赤石の測定の場所と、それから木曽川上流の根尾川出

張所にカメラがついておりまして、その状況がインターネットにおいて確認ができるというような

方法になっておりまして、川の防災情報についてはそんな形で把握ができることになっておるとこ

ろでございます。 

 それから、議員の御質問の６番目の情報公開制度についてのお答えをさせていただきます。 

 本市におきましても、情報公開条例により情報公開制度を施行しておるわけでございますけれど

も、情報公開に際しましては、本条例の23条の規定によりまして迅速かつ的確な検索を行うことが

できるよう管理体制の整備に努めるものとされております。このため、今、文書管理分類表の作成

を進めているところでございますけれども、今の進捗状況は、大分類、中分類、小分類とあります

けれども、中分類までの整備が今できておるところでございます。今後、文書管理システムの導入

につきましても検討をしていきたいということでございます。また、管理体制の整備ができました
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ら、御提言のとおり電子データ化をいたしまして、本巣市のホームページ等で情報公開の文書の目

録を掲載していきたいというふうに考えておりますので、御理解を賜りたいと存じます。それまで

につきましては、本条例に基づきまして、窓口の対応によって、それぞれ情報公開を行ってまいり

たいと存じます。 

 次に、先ほども御指摘がございましたが、職員に対する情報公開の原則の徹底についてでござい

ますが、条例等十分熟読をし、解釈をし、運用に努める、徹底をしていくということでございます

けれども、それに加えて職場内での研修も行っていきたいというふうに考えております。そんな形

で、住民の方に迷惑のかからないような情報公開ができるよう、また個人情報の保護ということも

考えながら、きちっと的確に行っていきたいというふうに考えております。 

 次に、地域図書館での整理・活用についてでございますけれども、本市情報公開条例の第１条に

「市民の知る権利を尊重し、市の諸活動を市民に説明する責務を全うすることが重要であることに

かんがみ、行政文書の公開する権利を明らかにする」と書いてございますが、情報公開は請求に対

して公開するものと考えております。このほか、個人情報が記載された行政文書もあり、地域図書

館等においての公文書書架を設置し、一般の閲覧に供するものではないんではなかろうかなという

ふうに考えるわけでございます。先ほど先例を申し上げられまして、議事録等は図書館でというこ

とがございましたが、行政文書の中にもいろいろあると思います。そんな中、個人情報が記された

ものについては到底無理だと思いますけれども、公開でき得るものについてはそんな体制も考えら

れるんではないかというふうに考えます。以上でございます。 

○議長（村瀬 治君） 

 次に、根尾川の河川管理と洪水対策について、産業建設部長の答弁を求めます。 

○産業建設部長（服部次男君） 

 それでは、川村議員の御質問にお答えをいたします。 

 まず御質問の堤防補強、特に山口頭首工周辺についてでございますが、御存じのとおり、根尾川

のこの部分につきましては国の管理となっております。したがいまして、国土交通省木曽川上流河

川事務所へ、根尾川出張所を通じまして要望内容を整理した上で要望をしてまいりたいというふう

に思っております。 

 また、根尾川の河川状況の管理につきましても、関係機関でございます県・国に対しまして要望

をしてまいりたいと考えておりますが、堆積土砂の処分を実施されておる現状であります。市とい

たしましても、その状況、その後の河川変化につきましてパトロール等により把握に努めてまいり

たいと考えております。そういうことから、早期の河川情報の把握としたいと考えております。 

 また、根尾川の増水対応につきましては、今後の国・県の取り組みを通じまして把握をしていき

たいと思っておりますので、よろしくお願いします。 

○議長（村瀬 治君） 

 次に、歴史民俗資料館の内容、統合と利用について、教育委員会事務局長、健康福祉部長の答弁

を求めます。 
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○教育委員会事務局長（堀部秀夫君） 

 川村議員の御質問にお答えいたします。 

 市内には、四つの資料館がありますので、資料館ごとの御説明をさせていただきます。 

 １点目の現在の歴史民俗資料館の利用状況はどうかという御質問ですけれども、それぞれの施設

の平成15年度の利用状況、実績について御説明をさせていただきます。 

 さくら資料館の入館者数ですけれども、１万 1,384人ということです。これは15年度末から16年

度にかけて特に「宇野千代展」を開催しております。それから、本巣民俗資料館の入館者数ですけ

れども 830人です。ここの施設につきましては、土曜日、日曜日について希望者があれば見学して

いただくという配慮をしております。また、糸貫民俗資料館の入館者数は、行事時、例えば小学校

区で行われます地域づくり事業とか地域の勉強会、それから小学校児童・生徒の見学等も入れまし

て 282人程度でございます。また、真正の民俗資料館の入館者数でございますが、ここは 120人ほ

どということになっております。 

 ２点目の施設の内容の整理、それから外部へのアピールについてでございますが、さくら資料館

では民俗用具とか能・狂言、菊花石、淡墨桜関係などに整理・分類をしております。また、ここは

映像とか、ハイビジョンシアターで資料館とか地域の紹介等を行ってきております。このさくら資

料館につきましては、ここの展示につきまして年１回ほど展示がえを行いまして、入館者を迎え入

れておるという状況でございます。本巣民俗資料館は、縄文・弥生・古墳時代の出土品から江戸と

か、明治・昭和までの古文書とか貴重な資料、生活用具などに分類整理しております。先ほど申さ

れましたような形で、収蔵品は 3,500点ぐらいになろうかというふうにとらえております。糸貫の

民俗資料館は、農具を初め生活用具などに分類・整理しております。収蔵点数は約１万点でござい

ます。真正の民俗資料館は、民具や農具に分類・整理しております。収蔵品が約 2,500点でござい

ます。この４施設とも、外部へのＰＲにつきましては、パンフレットとかチラシ、広報紙等を通じ

て行っております。また、根尾・本巣の施設につきましては、それぞれのホームページにおいて施

設の紹介をしておりました。 

 また、３点目の各施設の展示物の交流や多角的利用についての御質問ですが、各施設における展

示物の交流は今のところまだ実施しておりません。昨年度、北方町公民館からの貸し出しの要望が

ありまして、本巣と糸貫の民俗資料が北方町の方へ貸し出しをされまして展示をされておったとい

うことで、収蔵品の活用は図られております。また、議員が申されました師勝町の回想法事業につ

きましては、今後、関係課と十分に調整を図りながら検討させていただきたいと考えております。 

 民俗資料館の内容統合ということにつきましては、それぞれの資料館において、展示物の種類、

また地域性が異なっておりますので、今すぐ統合というわけにはいかないと考えております。しか

し、各施設に同じようなものが展示されておりますから、今後、展示物の多角的な利用も含めて有

効に活用できるような検討を加えてまいりたいと考えております。以上でございます。 

○議長（村瀬 治君） 

 健康福祉部長。 
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○健康福祉部長（中村 節君） 

 川村議員の、歴史資料館の多角的利用について、健康福祉部として、痴呆進行防止・感情・意欲

の活性化という観点からお答えを申し上げます。 

 議員御承知のとおり、回想法とは人生の振り返りをするための技法でございまして、みずからの

経験や昔懐かしい道具を教材に、その体験を語り合う、回想するということでございます。介護予

防、痴呆防止に役立てようとする方法で、欧米諸国より始まり、さらに我が国でも臨床に応用さ

れ、老人保健施設等で試みられておることを聞いております。また、療養音楽とあわせて取り組む

こともよいと考えております。このように、痴呆等に有意義であると思われる回想法を、現在、資

料館等にあります展示物の利用をして考えられないかということだと理解をしております。 

 現在、本巣市の状況で回想法活用の福祉の場として考えますと、通所介護施設、家に閉じこもり

がちな高齢者に集まっていただき、地域との交流、集いの場を持つふれあい生き生きサロン等の場

としてこのような事業を取り入れるなど、考えられると思います。このことについては、道具の借

用等もありますので、関係課と十分調整を図りながら、今後検討していただきたいと考えておりま

す。御理解を賜りますようお願いいたします。 

                  〔47番議員挙手〕 

○議長（村瀬 治君） 

 47番 川村君。 

○４７番（川村高司君） 

 最初に、４番目の根尾川の問題につきましては、きょうの時点で手に入ったという資料もありま

して、またお見せしたのもきょうだったということで、できるだけ、さきの議会でもお尋ねをしま

したが、河川の履歴をもう少し把握していくということと、この４番目の質問の趣意も含めて常

に、しゅんせつをしただけで、この問題が解決をするのか、かえってそのことによって今度は違う

ところでの災害の発生、つまり堤防の破壊等につながりはしないかという心配がありますので、過

去のデータも含めて検討をしていただいて、そしてもう一つ質問の中で、対岸の護岸を見て本巣側

はできていないなと思いましたので、極力詰めていただきたい。これは要望しておきます。 

 ２点、再度お尋ねをいたしますが、一つは、市長の答弁の中で、鉄道に対する哲学をということ

でお聞きをしましたが、むしろ市長の政治姿勢に対する哲学をお聞きしたような結果になりました

が、本巣市の役割をそういうふうに市長が整理をされてやられるのも結構ですが、一番お願いをし

たいのは、40何％という利用を持つ市の長として、トップにならなくてもいいけれども、やっぱり

引っ張っていくだけのものをもう少し明確にしていただきたいということで、その点再度、先ほど

の哲学にプラスした哲学の部分を鉄道に関してお尋ねをしたい。樽見鉄道をどうするんだというこ

とをもう少しお尋ねをしたいと思います。それが１点です。 

 それから２点、３点につきましては、消防の問題と、それから環境問題ということで分離をした

問題ですが、たまたま突出したデータの発生する問題が発生をしたと。というのは、法林寺にたと

え27点だとか、あるいは50点の調査をしても、ある１ヵ所に廃棄物を持ち込まれて、そしてそこで
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突出するようなデータが発生するということでは、幾ら平均的なデータを我々が把握をして、市民

で環境がよくなった、悪くなったと言っていても、１ヵ所でそれを破るようなデータが出る可能性

がある。そういう危険性が、きのう、きょうの会議の中ではっきりしてきましたので、２、３の問

題で事例質問になりますが、一つお尋ねをしておきたいのは、市の考え方として、こういう廃棄物

の問題について、やはり持ち出さない、逆に持ち込ませない。住友セメントが廃棄物をある一定の

ルールのもとでやっているのは我々も承知をしておるところですが、廃棄物が突然にやってくると

いう話、しかも隣の瑞穂市からどうも来るらしいというような、市民の中にも誤解が生じては困る

んで、その辺ちょっとはっきり現時点で確認をしていただきたいのは、今、問題になっているその

廃棄物が一体どこから持ってこられるのか、どういうふうに今、関係部署で把握をしておられるの

か、その点をこの２、３の点と絡めて事例質問をしたいと思いますので、その点に限ってお尋ねを

したいと思います。 

 昨日の長谷川議員の質問のあった廃棄物については、瑞穂市のものが持ってこられるということ

は、市の方にもう既に届け出なり通告があったのかどうか。県なり、それから産廃業者なりの動き

について説明を願います。 

○議長（村瀬 治君） 

 市長、答弁。 

○市長（内藤正行君） 

 樽見鉄道に対する思いといいますか、姿勢を問われたわけでございますが、先ほども申しました

ように、樽見鉄道は市民の足、通学者の足、そして大変重要な交通機関でありますので、存続を前

提として考えているわけで、これは当初から変わっておりません。申し上げた次第でございます。 

 進め方につきましては、いずれにしてもコンサル結果が出たんですが、その結果を踏まえなが

ら、どうしていけるのか。結果的には赤字が出ることは間違いないんですが、私どもがそれぞれ住

民のサービスとして負担していけるぐらいの赤字幅で終わるのかどうかということを十分検討しな

がら進めていかなきゃいかんというわけでございます。 

 私は、大垣市長の会長を補佐して、この組織を十分機能させていく立場にありますので、そうい

う形で頑張ってまいりたいと思っている次第でございますので、よろしくお願いします。 

○議長（村瀬 治君） 

 市民環境部長、答弁。 

○市民環境部長（土川 隆君） 

 昨日の瑞穂市の業者の件につきましての御質問ですが、昨日もお答えしましたように、産業廃棄

物の保管基準というのがございまして、それに抵触しておるということで、県の方から改善命令が

なされているということであります。そうしたことから、県も随時聞き取りというか、改善の方法

を聞いている中で、いわゆる品物を移転するというような状況を県も把握しまして、５月28日に県

の総合庁舎におきまして、県の職員、あるいは市の職員もその建設会社から聞き取りをいたしまし

て、改善内容につきまして、いわゆる運搬先といいますか、搬入改善するについて、そのものを法
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林寺の方へ持っていきたいといった事情を聞いておるということであります。以上です。 

                  〔47番議員挙手〕 

○議長（村瀬 治君） 

 はい、川村君。 

○４７番（川村高司君） 

 ということは、今までの掌握状況として、瑞穂市から持ってくるということで、そうであれば逆

に瑞穂市長あたりとの連携もしてもらって、一方は都合が悪くなったからまた一方の市にやるだけ

では問題が解決しないんで、その辺はお願いしたいと。これはちょっと市長にお尋ねをしておきた

いと思います。 

 それからもう一つ、最初の問題で、市長の先ほどの答弁だと、存続するという非常にかたい決意

で、哲学の方でも鉄に近い覚悟だというふうにしっかり聞いておったのを、どうもまた緩くなった

ような気がするんで、本当の哲学をかたい意志でやっていただきたいと思います。もう一遍答弁を

お願いします。 

○議長（村瀬 治君） 

 はい、市長答弁。 

○市長（内藤正行君） 

 ごみの廃棄物の問題につきましては、これは穂積の市長さんに申しましてもいかん。これは県の

所掌事項でございますので、県に申し上げることでございます。この点、御理解いただきたいと思

います。 

 樽見鉄道につきましては、皆様の御指導をいただきながら一生懸命取り組んでまいります。 

○４７番（川村高司君） 

 以上で終わります。 

○議長（村瀬 治君） 

 続きまして、27番 上谷政明君の質問の順番ですが、本人から質問の取り下げの申し出がありま

したので、御報告をいたします。 

 続きまして、22番 川口金二郎君の発言を許します。 

○２２番（川口金二郎君） 

 発言のお許しをいただきましたので、通告しました２件につき質問いたします。 

 高齢者に対する虐待についてをお尋ねいたします。 

 御承知のように、中東イラクにおいて、刑務所内における服役中の捕虜に対し、米軍監視員によ

る残虐きわまりない虐待事件が起き、人道上の問題として大きく取り上げられているのであります

が、国内のおいても、厚生労働省の調査によると、児童虐待に対する相談件数が平成５年度 1,699

件に対し、平成14年度には２万 3,786件と、９年間で実に14倍に増加していると報じております。 

 このような実態の中、加えて、昨今、高齢者に対する虐待が問題になってきておりますが、その

問題についてお尋ねをいたします。 
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 厚生労働省が調査を依頼した全国 6,700機関から得た回答によると、2003年までの１年間に虐待

を受けたと見られる高齢者は 7,781人であったと報告を受け、そのうちケアマネジャーが回答した

 1,991人分を分析した被害者の平均年齢は81.6歳、うち女性が76％と、男性の約３倍以上だったと

いう結果を出しております。一方、加害者の方はと申しますと、息子が32％と最も多く、次いで息

子の妻21％、配偶者20％となり、虐待の内容につきましては、どなる、無視するなど心理的虐待が

64％、食事を与えないなど放置が52％、殴るけるなどの暴力、ベッドに縛りつけるなど身体的虐待

が50％。最も深刻だったときは、生命にかかわる危険な状態であった人が11％と、心身の健康に悪

影響を与える上だった人の50％。また、その他にも、本人の承諾なくして財産を勝手に使う経済的

虐待。施設では、職員が入居者に対し強い立場にあることなどのケース等々、多くの結果を出して

おります。 

 こうした大きな社会問題に対し、防止対策として、厚生労働省は、虐待に気づいた人の通報や相

談を受け、対応する窓口の設置や、介護に悩む家族の相談体制などを柱とする虐待防止策の検討に

入り、2006年の実施を目指し、見直し作業に入っているとのことであります。既に自治体では、神

奈川県横須賀市や石川県金沢市が昨年から、国の補助を受け、虐待防止策を始めているとのことで

あります。 

 以上、申し上げたような実態に対し、本市においては、現在どのような対策がとられているの

か、また実情はどうなっているのか。また、これから増加の一途をたどる実態に対し、今後の対策

についてもどのように考えておられるか、健康福祉部長にお尋ねをいたします。 

 次に、市営水鳥団地の見直しについてお尋ねをいたします。 

 旧根尾村が定住促進対策の一環として取り組んできた水鳥団地は、平成８年度造成工事が施工さ

れまして、分譲地22区画、１区画が約 100坪でございます。また、賃貸住宅部分は10戸が完成し、

賃貸住宅については、平成９年度より平成15年度にかけ、計画どおりの10戸が建設され、現在45名

の住民が居住しておるのであります。この45名の平均年齢も21.5歳と非常に若く、大人20名、子供

25名と、特に高齢率の高い根尾地域においては、他の自治体に全く例を見ない大変若い人の集まり

である、将来性のある有望な団地であります。また、公営施設についても、12年度には公園が整備

され、15年度には集会所も建設整備をされております。このことを御承知の方はおわかりかと思い

ますが、場所的には、北に県境能郷白山を眺め、東に清流根尾川が流れ、国道 157号線が走り、西

には樽見鉄道が走るという、絶景の景観に恵まれた場所であります。 

 このような条件も整い、入居者についても、毎年度抽せんにより決まるという大変好評な実態で

ありました。しかも、入居者全員が旧根尾村、旧村外からの人たちであります。 

 このように、賃貸住宅については当初の目的が達成し、根尾地域の人口増加に大きく貢献してい

るのでありますが、その反面、分譲地については売れ行きが悪く、22区画中、売却開始から８年し

た現在、ようやく７区画のみが売却済みで、あと15区画が残っているという現状であります。これ

までの売れ行き状況では、私はあと10年、20年後でも完売は不可能と判断をされるわけでございま

す。このような現状から、財政事情の大変厳しい中ではありますが、売れ行き不振の分譲地の何区
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画かを好評な賃貸住宅の建設にと計画の見直しをされまして、当初の目的である過疎地域の定住者

増加につながるよう進められるよう強く要望をするものであります。市長さんの答弁をお願いいた

します。 

○議長（村瀬 治君） 

 高齢者に対する虐待について、健康福祉部長の答弁を求めます。 

○健康福祉部長（中村 節君） 

 川口議員さんの、高齢者に対する虐待についてお答えを申し上げます。 

 現在、虐待に関する法につきましては、児童虐待防止法や配偶者間暴力等防止法がありますが、

高齢者虐待には法的な定義はまだなく、支援や対応の方法が確立されていない状況であります。 

 大学教授らで構成されています高齢者処遇研究会や高齢者虐待に関する専攻研究会では、高齢者

虐待の定義といたしまして六つございます。 

 一つは身体的虐待、二つ目が性的虐待、三つ目が情緒的・心理的虐待、四つ目が世話の放任、五

つ目が金銭的・物質的な搾取、６が自己放任でございます。しかし、この定義は世話をする人がい

ることが前提の枠組みでございます。本巣市におきましては、高齢者虐待の調査は現在のところ未

実施でございます。毎年６月、７月ごろに基幹型在宅介護支援センター及び４ヵ所の地域型在宅介

護支援センターにて高齢者の実態把握を行うことによって、要援護高齢者、独居高齢者の状況調査

を行っているところでございます。そのほか、毎月１回の老人クラブによります友愛訪問により、

寝たきり高齢者への励ましや相談、独居高齢者の安否確認等、また民生委員さんによります地域の

方々の状況把握などを行っていただいております。もし虐待があった場合には、情報もいただけま

すと思いますし、介護者と隔離した方がよいと判断した場合は、老人ホーム、介護保険施設などへ

入所も考えております。 

 また、今回健康福祉部におきましては、夜間や休日におけるＤＶ等や緊急時に対応すべく、健康

福祉部職員が交代で、24時間による携帯電話によりまして、受け付けサービスも実施できるよう考

えております。幸いにいたしまして、現在のところ、高齢者虐待の報告はまだ聞いておりません

が、いずれにいたしましても児童虐待、ＤＶも含め、統括的に虐待を考えていかなければならない

と考えております。このような観点から、今以上に民生委員さん、社会福祉協議会、老人クラブ等

の関係機関との連携を密にいたしながら、虐待の防止に努めていきたいと考えております。御理解

を賜りますようお願いいたします。 

○議長（村瀬 治君） 

 次に、市営水鳥団地の計画の見直しについて、市長の答弁を求めます。 

○市長（内藤正行君） 

 川口議員の、水鳥団地の計画見直しとの御質問でございます。 

 先ほど議員御指摘のように45名が入居されておりますが、分譲地は15区画残っておるということ

でございます。１区画、これは１万 5,000円で 100坪の面積になっていますので、１区画 150万円

ということでございまして、先ほど上手に景観の御説明がありましたが、本当に私どもが見ても住



-195- 

んでみたい、すばらしい土地ではないかと、いつもそう思って見ているところでございます。 

 こうしたところが、分譲地としてはなかなか売れないということでございますが、単価の見直し

等も含めながら、また私が期待しているのは、道路事情が大変よくなりましたので、これで 157号

線が開通しますと、相当ここがまた見直されてくるんじゃないかという気がいたします。住宅関係

につきましては、方向として市営住宅よりも民活という方向になっていますので、ここで市営住宅

をつくっていくかどうかということにつきましては、なお一層検討させてもらいながら、私としま

しては水鳥団地の分譲地をもっと宣伝していきたいなと思っております。特に、名古屋の方とか、

ああいう方でセカンドハウスのような形でつくっていただくのもいいわけですし、できれば議員の

皆様方、どなたかセカンド住宅でもつくっていただいて先例を示していただくといいんじゃないか

という気もいたしますが、私は給料が大変安うございますのでそんな余裕がありませんけれども、

とにかく一生懸命、名古屋中京圏に宣伝していきたいなと。県の名古屋事務所とも連携をとって、

こういった宣伝もしていかないかんのじゃないかと、このように思っておりますので、よろしくお

願いいたします。 

                  〔22番議員挙手〕 

○議長（村瀬 治君） 

 22番 川口君。 

○２２番（川口金二郎君） 

 高齢者の虐待について、いま一度質問といいますか、要望になりますかもわかりませんが、願い

たいと思います。 

 いずれにしましても、先ほど幾つかの結果報告やら数字を並べたわけでございますが、一口に申

し上げますれば、虐待ということは、弱者に対し、むごい扱いをするということでなかろうかと思

います。そうした弱者に対しまして、これは厚生省の方で2006年までに実施の見直しをするという

ことでございますが、２年、３年先ということじゃないが、現実に最近のテレビを見ておりまして

も、こうした問題も取り上げられておるような状態でございますので、何とかひとつ市の、先ほど

報告しました、神奈川県の横須賀市や石川県の金沢市におきましては国の補助金を受けてこの対策

を昨年から始めているというようなことも新聞に報じておりますので、この辺のところもつかんで

いただきまして、2006年という２年、３年先の長いことじゃなくして、私はもっともっと早い時期

に早急にこうしたことに取り組んでいただくことが大切でなかろうかと。そうしたことが弱者に対

するむごい扱いが救われるのではないかと、こんなことを思いますので、再度御答弁を賜りたいと

思います。 

 次に、水鳥団地につきましては、大変財政事情の厳しいことの中ではございますが、私がはっき

り申しますと、旧根尾村が考えておりました当初の計画というのがちょっと誤算になったんじゃな

いかと。もっと分譲地が売れるんじゃないかという考えだったんじゃないかと、こんなことを思う

わけでございます。１区画ちょうど 100坪ございますので、整地をして、下水の配管といいます

か、取り入れ口もつくってあるわけですが、あそこの真ん中を一つ区切っていただくだけで、要す
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るに賃貸住宅が１区画に２軒分は建てられるんじゃないかと、こんなことを思います。またひとつ

そのようなことも踏まえてお考えをいただきたいと思います。 

 なお、先ほど市長さんがおっしゃいました、分譲地につきましてＰＲ宣伝も大事じゃなかろうか

と。私は旧根尾村の議会のときにもるる申し上げて、もっともっと宣伝をしなきゃいかんのやない

かということを申し上げたわけでございます。先ほど市長さんからお話がありましたように、ここ

に議員の皆さん方、あるいは執行部の皆さん方67人がおるわけでございますが、現実、あそこにあ

んないいとこがあったかというようなことがおわかりになってみえる方は数少ないんじゃないかな

と思うわけでございますが、そのような意味も踏まえまして、分譲地につきましてはＰＲをもっと

市の方としてもやっていただきたいと。そして売り上げを住民が進めるようにお願いをしたいとい

うことを最後に申し上げておきます。市長さんも結構でございますが、健康福祉部長さん、もう一

度御答弁いただきたいと思います。 

○議長（村瀬 治君） 

 健康福祉部長、答弁。 

○健康福祉部長（中村 節君） 

 川口議員さんの御質問にお答えいたします。 

 横須賀市並びに金沢市つきましては、国のモデルということで、高齢者虐待について研究をされ

た市でございます。特に金沢市におきましては、痴呆の方、または介護を受けるに対しての虐待が

多いわけでございます。息子におきましては38％、その嫁につきましても30％、それから実の娘に

つきましても20％ほどの虐待があるわけでございます。これから研究するためには、現在、立命館

大学の研究会が高齢者虐待防止法についての研究をしてございます。要綱等を定めたような関係で

現在研究してございます。それを参考にしながら、本巣市といたしましても前向きに考えていきた

いと、そういうつもりでございますので、御理解賜りたいと思います。 

                  〔22番議員挙手〕 

○議長（村瀬 治君） 

 川口君。 

○２２番（川口金二郎君） 

 健康福祉部長さんに、いま一つ、今度はお願いでございます。 

 高齢者の虐待ということで、私もそろそろ我が身に振り返って、そんな年になったかなあという

ことで、非常に他人事じゃない、自分が大事じゃないかと、そんなことも思っておりますので、ど

うかひとつ弱者に対する温かい手を差し伸べるという意味におきましても、万全の努力をしていた

だきたいと、こんなことをお願いしまして質問を終わります。 

○議長（村瀬 治君） 

 私から一つお願いがございます。 

 ただいま市長さんが土地の単価のことを言われましたが、ちょっと間違っているような気がいた

しますので、訂正して、こちらから申し上げます。 
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○産業建設部長（服部次男君） 

 まことに申しわけございません。 

 私の方から連絡ミスで平米単価と坪単価と間違えましたので、１区画 100坪で約 450万というこ

とでございますので、まことに申しわけございませんでした。 

○議長（村瀬 治君） 

 続きまして、９番 浅野英彦君の発言を許します。 

○９番（浅野英彦君） 

 議長のお許しを得ましたので、質問をさせていただきます。 

 １点目の質問ですが、これは高橋議員さん、若原議員さんが相当すばらしい質問をしていただき

ましたので、私の思いを十二分理解したような回答をいただけたと思っておりますが、その中で１

点、研修方法、本当に個人の研修方法はすばらしいなあという感覚で、講習会も行われておるよう

でございますが、特に４ヵ町村が合併された時期に一番何が大事かなと考えた場合、市長さんも言

ってみえるように、職員の資質の向上を図っていくということが、この合併の中で住民が一番安心

していただける事柄の重要な一点ではないかと思います。そんな意味で僕も質問をさせていただい

たんですが、今は我々住民の中にもやはり旧４ヵ町村の垣根のようなものがございますが、多分に

市の職員の皆さん方にもあって当然ですし、しかりのことでございます。そういう点を質問とし

て、講習会なり、勉強会なり、どんなことをやって、今後そういう各４ヵ町村の職員であったとこ

ろの隔たり、壁を取っていこうかという点の市長さんの思いをお聞きしたいのと、また一事業部門

で結構でございます。今後、住民に安心と信頼を得るために、また行政アピールという点も加味し

て、国際基準であるＩＳＯ９０００版を認証するというような勉強の仕方を今後検討していっても

らったらどうかという、この２点をお尋ねしたいと思います。 

 ２番目は自治会の補助金についてでございますけれども、自治会の補助金、現行の段階では、一

番ウエートの高いのは戸数割という算定で現行行われているように私は考えておるんですが、各自

治会では面積の大きさも違いますし、本当に 115地区あれば 115様の形態をしておると思います。

そこの中で各戸の平等性、簡単な言い方をしますと、クリーン作戦等などで草刈りをやったり、ボ

ランティア事業でございますが、ある地域ではもう２時間で終わる、ある地域へ行くと１日丸々か

かってやっとだと。こんなような格好ででも自分の地域、自分の自治会は本当に大事でございます

ので、住民はみんな一生懸命一人ひとりが草刈りをやっております。そんな中、ボランティア活動

を、またクリーン作戦でも同じような状況だと思うんです。こういう差違がある中、まして農地の

環境も違いますし、本当に環境の違う中、戸数割を十二分に生かしただけの補助金の考え方だけで

いいのかという点を特にお聞きしたい。２点目がそれです。 

 それから３点目の、中山間地域での管理放棄地が本当にこのごろふえてきたんですね。村瀬さん

のお話でもございますけれども、担い手農家も減っていますし、自分でもようやらないという方が

本当にふえている地域。我々の地域では農業を本当にようやっていかない方がお見えになって、そ

れらが転売されたりするようなことがありますが、そんな状況下で管理の放棄地がふえておりま
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す。特に先ほど川村議員、きのうの長谷川議員の中でそういう点に関しては少しお聞きができたの

で、お聞きしたいのは、本当に小さな個人的、小さな１反規模ぐらいのところに対して、１年間に

周りの近所に迷惑をかけないようには、そんな行政努力、指導、個人の所有ですのでなかなか言え

ないんでしょうけれども、そういう点はどんなふうに自治会長さんを通してお願いしておるのかと

いう点を、私は答弁者として市民環境部長なんて書いてしまいましたが、申しわけありませんが、

地域環境部長にお願いしたいと思います。 

 以上３点をお聞きしたいと思います。どうぞよろしくお願いします。 

○議長（村瀬 治君） 

 職員の研修について、市長の答弁を求めます。 

○市長（内藤正行君） 

 浅野議員の、職員の研修に関しての御質問に対しましてお答えを申し上げます。 

 研修はどのように行っているのかということでございますが、まず当初から職員の配置につきま

して、合併各旧４町村の職員を、それぞれの課、所になるべく均等におさまるようにということで

配置をさせていただいております。課内の様子を見ておりましても、非常にうまく融合してやって

くれておると、このように思っているわけですが、郡内の職員はお互いに各種の会合とか打ち合わ

せ等とか、それぞれ一緒になっておりまして、私ども以上にそれぞれ意思疎通ができております

し、裏の裏までお互いに知っているという中でありますので、非常にそういう点ではあんまり違和

感なしにうまくやっていただいておると、このように思っております。 

 こうした職員に対しましては、それぞれまた市として研修等を行っていくんですが、新規採用、

大学卒６名と高卒１名で７名でございますが、職員に対しましては、財団法人の岐阜県市町村職員

研修センターというのがありまして、ここでほかの市町の職員と一緒に基本研修を受けるというこ

とで、既に４月に行ってまいっております。 

 また、研修の目的は、地方公務員として執務に必要な基礎知識と技能を習得するということでご

ざいまして、これは当市の総務部総務課においても、新規採用職員についてはまた内部研修を特に

行ってまいっております。 

 また、職員研修は職場外研修ということで、課長級、補佐級、係長級というふうに階層別に分け

て、一般研修と専門実務研修もそれぞれ行ってまいっておりまして、職員の問題解決能力とか、政

策形成能力といった基本的な職務能力をつけさせるということで進めてまいっておりまして、計画

的な研修計画を推進しているところでございます。 

 また、御提案のＩＳＯ９０００ですが、これにつきましては、議員がおっしゃいましたように、

住民に満足感の向上を与える、そういうことに対する施策の一つでございまして、住民サービスは

大変重要な対策ではないかと、このように思って、御発言を高く評価させていただくわけでござい

ますが、この取得のためには物すごく膨大な事務量がかかわってくるということでございます。本

市としましては合併当初でございまして、各町村が進めてきました事務につきましてまず統一を図

り、効率的な事務処理を行っていこうということで、今、そのことで精いっぱいな時期でございま
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すので、一応、体制が整いまして落ちついた段階で、御発言のＩＳＯ９０００、これはシリーズと

いうことでいろんな分野があるんですが、この取得をすることにつきまして十分前向きに考えてま

いりたいと、このように思っておりますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（村瀬 治君） 

 次に、自治会補助金について企画部長の答弁を求めます。 

○企画部長（高橋武夫君） 

 それでは、浅野議員の２点目の御質問に対してお答えしたいと思います。 

 自治会の補助金についてという御質問でございますが、これつきましては、行政水準の向上、ま

た魅力あるまちづくりに寄与していただく団体、また社会教育の活動とか、住民福祉活動を通じま

して心の触れ合う事業を実施する団体等に対しまして予算の範囲内において補助金を交付しておる

ところでございます。また、自治会等への補助金、交付金等につきましては、自主防災活動事業と

か、それから地区公民館等の改善事業、また自治会活動振興事業、それから事務取扱事業、それか

ら花づくりの推進事業、地域環境活動等に対します補助金を交付しております。 

 今回、御質問にあります地域環境活動交付金事業につきましては、趣旨としましては健全で安全

かつ快適な生活環境の確保に寄与するため、各自治会で実施していただいておるところでございま

すが、この地域環境活動等に対しまして交付させていただくものでございます。 

 各自治会の割り振りにつきましては、戸数割とか、自治会の住宅密度によりまして補正係数を乗

じて得た金額を交付しているものでございます。具体的には、自治会の戸数等につきましては４段

階で区分しております。今問題になっております地域環境活動についての説明でございますが、戸

数が25戸未満の自治会に対しましては４万円、それから25戸から 100戸につきましては４万 5,000

円、それから 100戸以上 200戸未満につきましては５万円、そして 200戸以上につきましては５万

 5,000円というような４段階で交付しております。これらは、先ほど言われましたように、世帯割

と平等割とあるわけですが、世帯割でやると小さい集落については非常に不利ということになりま

す。そんなようなことで、このような幅の小さい分け方をして、自治会活動費につきましては交付

させていただいております。 

 そして、密集度によります係数でございますが、これはアパート等につきましては 0.6を掛けさ

せていただいておりますし、団地等につきましては 0.8の補正係数を掛けて、金額を算出しており

ます。この方法につきましては、合併協議会におきまして、議員も御指摘のような、自治会の地域

の格差もそれぞれ相当な差があるということでございます。それらも十分考慮して、何度も協議さ

れて調整されておるものでございますので、当分の間はこれでいきたいというふうに思っておりま

すので、御理解の方をよろしくお願いしたいと思います。ありがとうございます。 

○議長（村瀬 治君） 

 次に、管理放棄地について、市民環境部長の答弁を求めます。 

○市民環境部長（土川 隆君） 

 ３番目の管理放棄地についての御質問にお答えいたします。 
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 先ほど１番の安藤議員から、中山間地における耕作放棄水田の防止についての質問がありまし

て、このことにつきましては農政課におきまして諸施策を講じているとの回答がありましたとおり

であります。それ以外の土地につきましては、本巣市きれいなまちづくり条例を設けておりまし

て、その中に「土地または建物を占有し、または管理する者は雑草等の繁茂の防止を行い、管理す

る土地及び建物、並びにその周辺を常に清潔及び安全に保つよう努めなければならない」という定

めがあります。こうしたことによりまして、４月に設置いたしました環境監視員などの通報により

まして立入調査を行い、土地等の占有者に対して、雑草等を速やかに除去するよう勧告・命令・公

表できるということになっておりますので、これを根拠にいたしまして指導していきたいと考えて

おりますので、御理解いただきたいと思います。 

                  〔９番議員挙手〕 

○議長（村瀬 治君） 

 ９番 浅野君。 

○９番（浅野英彦君） 

 市長に再度お尋ねしたいんですが、庁内での研究会とか勉強会ということは行っていく様子はな

いんでしょうか。そこのところがお聞きしたかったんですが、特に年齢差によって仕事の内容も違

いますし、そういう点、特に新人、これから次の次世代になっていっていただける職員、20代の

方、30代の方、そこら辺の下から土台をしっかりしたような築き方をした職員、庁となってほしい

という意味で、各認識、個人の認識の勉強会というような意味でも、やっぱり連帯感というような

意味でも、そして各部ごとの交流会もできるというような意味で、そんなようなものを持っていた

だけたらなという希望が非常にあるんですが、それに対して御返答いただけたらありがたいと思い

ます。 

 それから２点目は、合併協議会で当然お聞きしておる内容ですのでわかってはおるんですが、ま

だ環境下に対した物の考え方の取り入れ方は、失礼ですが３万円から５万円だったですか。補助金

がどうのこうの、金額がどうのこうのではございませんが、非常にまだまだ私が思う思いとは違う

し、もっと各自治会の地域把握、 115は 115の把握の仕方をした補助金の出し方をしていただきた

いし、現在は数戸の自治会から何百戸、 500戸以上の自治会までが１単位となっておる、この辺も

一つメスを入れていかなきゃいけないのではないかなと個人的に思っておりますが、その辺、総務

部長どのようにお思いか、お聞きをしておきたいと思います。 

 ３点目は、非常によくわかりました。私の勉強不足で、そんな条例ができておるとは思いません

でしたので、非常に申しわけありません。よろしくお願いします。以上です。 

○議長（村瀬 治君） 

 総務部長、答弁。 

○総務部長（溝口義弘君） 

 浅野議員の職員の研修についてお答えをさせていただきます。 

 今お話がございましたように、それぞれの研修センターでの研修というのは、何度も申し上げて
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おりますけれども、この市内、庁内での職員研修、こういうものの計画は持っておりませんが、課

内ミーティング、いろんな仕事の仕方、そういうものを課の中でお互いに頻繁に行っていくという

のも一つの研修かなと。若い人を育てていく、あるいは先ほどの旧４町村間の職員の隔たりという

ことも、この中でいろんな形で解除ができるというふうに考えております。これをできるだけでき

る機会を持って、細かくやっていくというような形で研修をしていきたいと考えておりますので、

よろしくお願いいたします。 

○議長（村瀬 治君） 

 次に、企画部長、答弁。 

○企画部長（高橋武夫君） 

 各自治会の戸数関係で非常に差があるということでございますが、当然合併の調整の段階では４

町村、こういうような交付金、補助金につきましては、それぞれのやり方で交付がされておりまし

た。そんなような中で、いろいろ調整されまして、今言われましたように戸数が数戸、10戸未満で

も１集落、また何百戸でも１集落というような問題も出てきております。こういう極端なものにつ

きましては、今後、自治会長さんを中心にしまして、役員さんもできておりますので、その段階で

今後調整をしていきたいというふうに考えております。先ほども言いましたように、戸数割、平等

割、これのとらえ方によりまして、非常に各集落に対する交付金とか補助金に対しましては金額の

差が広くなるということでございますが、その辺はある程度の調整をとりまして協議されたわけで

ございますので、こんなようなことで御理解をお願いしたいというふうに思っておりますので、よ

ろしくお願いします。 

                  〔９番議員挙手〕 

○議長（村瀬 治君） 

 はい、９番 浅野君。 

○９番（浅野英彦君） 

 さっき自治会長さんを通じて今後も一生懸命に努力して、今言った点の是正は、やはり我々も住

民である、まして議員であるという中から考えると、本当に是正をしていきたいところですし、そ

うかといって昔からの慣習、慣例、いろんなものもございますけれども、少しずつ行政の役割とし

て考えていかなきゃいけない点だと痛切に思っておりますので、よろしくお願いしたいと思いま

す。 

 また、総務部長、非常にすばらしい御意見をありがとうございました。以上でございます。 

 

   散会の宣告 

○議長（村瀬 治君） 

 以上で、本日の日程は全部終了いたしました。 

 ６月21日午前９時から、本会議を開催し、一般質問を行いたいと思いますので、御参集くださ

い。本日はこれで散会といたします。お疲れさまでした。 
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